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１．介護保険制度法令体系【居宅介護支援部分】 

  

介護保険サービスを実施するには、介護保険法をはじめ、人員、設備及び運営に関する基準条例

等、関係法令を遵守しなければなりません。指定介護事業者は、各種法令等を遵守することを前提

に、事業への参入が認められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類 名  称 
 

法律 介護保険法（H9法律第 123号） 法 

政令 介護保険法施行令（H10政令第 412号） 令 

省令 

介護保険法施行規則（H11厚生省令第 36号） 規則 

指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準 

                （H11年厚生省令第 38号） 
人員運営基準 

告示 
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準 

                 （H12年厚生省告示第 20 号） 
報酬算定基準 

通知 

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について 

              (H11年老企第 22号) 

運営基準 

解釈通知 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サ

ービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与にかかる部分）及び指定

居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施

上の留意事項について          （H12年老企第 36 号） 

算定基準 

解釈通知 

日出町の条例 人員・運営基準は条例委任されているため、日出町の定める条例に従う必要がある。 

介護保険法施行細則  

（平成 30年 3月 28日 規則第 10号）  

日出町指定居宅介護支援の事業に係る申請者の要件並びに人員及び運営に係る基準に関する条例 

                            （平成 30 年 3 月  7 日 条例第 2

号） 

日出町指定居宅介護支援の事業に係る申請者の要件並びに人員及び運営に係る基準に関する条例

施行規則                       （平成 30年 5月 30日 規則第 21号） 



2 

 

 

介護保険の基本理念 
 

 

■介護保険法の目的（介護保険法第1 条） 

要介護状態になり、介護や医療が必要となった方が、尊厳を保持し、その人らしい自立した日 

常生活を営むことができるよう、必要なサービスを給付するため介護保険制度を設け、必要な事 

項を定めることで、国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。 

 

 

■要介護状態の軽減、悪化の防止（介護保険法第2 条第2 項） 

介護保険給付は、要介護状態の軽減、悪化の防止となるように、医療と連携しながら行わなけ 

ればならない。 

 

 

■利用者による選択（介護保険法第2 条第3 項） 

被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者又は施設 

から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 

 

 

■高齢者の自立支援（介護保険法第2 条第4 項） 

保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態になっても、可能な限り、本人の有する能 

力に応じ自立した日常生活を居宅において営むことができるように配慮されなければならない。 

 

 

■要介護者の人格の尊重（介護保険法第81条第6項） 

指定居宅介護支援事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基 

づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

２．居宅介護支援とは 

  

要介護者である利用者に対し、個々の解決すべき課題、その心身の状況や置かれている環境等に

応じて保健・医療・福祉にわたる指定居宅サービス等が、多様なサービス提供主体により総合的か

つ効率的に提供されるよう、居宅サービス計画を作成し、ケアマネジメントを実施するものであ

る。「在宅介護の重視」という介護保険制度の基本理念を実現するため、指定居宅介護支援の事業

を行うに当たってのもっとも重要な基本方針として、利用者からの相談、依頼があった場合には、

利用者自身の立場に立ち、常にまず、その居宅において日常生活を営むことができるように支援す

ることができるかどうかという視点から検討を行い支援する必要があるものである。 
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居宅介護支援の基本方針 

 

 

第１条の２ 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能

な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように

配慮して行われるものでなければならない。 

 

 

２ 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者

の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的か

つ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。 

 

 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業者の提供に当たっては、利用者の意思及び

人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の

種類又は特定の指定居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行われな

ければならない。 

 

 

４ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、町、地域包括支援センター、老人福祉

法（昭和 38年法律第 133号）第 20条の 7の 2に規定する老人介護支援センター、他の指定居

宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第 123条）第 51条の 17第 1項第 1号に規定

する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。 

 

 

５ 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を

行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

 

 

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第 118条の２第 1

項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めな

ければならない。 
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３．人員及び運営に関する基準 

 

 １）基準の性格  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    指定又は更新を受けることができない。 

  

 

 

 

   ①相当の期限を定めて基準を遵守する勧告を行う 

 

   ②相当の期限内に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、当該勧告に対

する対応等を公表する。 

 

   ③正当な理由なく、勧告に係る措置をとらなかっときは、相当の期限を定めて当該勧告に係

る措置をとるよう命令する。命令した場合、事業者名、命令に至った経緯等を公表する。

なお、命令に従わない場合には、当該指定を取り消す、又は取り消しを行う前に相当の期

間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止する（不適正なサービスが行われている

ことが判明した場合、当該サービスに関する介護報酬の請求を停止する）。ただし、下記

に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、指定の全部若

しくは一部の停止又はただちに取り消しとなる。 

 

（１） 指定居宅介護支援事業者及びその従業者が、居宅サービス計画の作成又は変更に関

し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの

対償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受したと

きその他の自己の利益を図るために基準に違反したとき 

（２） 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき 

（３） その他（１）及び（２）に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき 

 

 

 

 

 

 

「基準は、指定居宅介護支援の事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基準

を定めたものであり、指定居宅介護支援事業者は、基準を充足することで足りるとする

ことなく常にその事業の運営の向上に努めなければならないこと」とされている。 

基準を満たさない場合 

基準に違反することが明らかになった場合  
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２）用語の定義  
                

   常 勤 

 

勤務時間が、その事業所の就業規則等で定められている「常勤の従業者が勤務すべき時間

数（32時間を下回る場合は 32時間を基本とする。）」に達していることをいう。 

 

※正規・非正規雇用の別ではない。 

※同一の事業者により併設される事業所の職務に従事する時間（ただし、同時並行的に行

われることが差し支えないと考えられる職務に限る）は通算可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専ら従事する  

 

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをい

うもの。 

 

※この場合のサービス提供時間帯とは、当該従事者の当該事業所における勤務時間を

いう。 

※当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

＜常勤要件について＞

各加算の算定要件で「常勤」の有資格者の配置が求められている場合、育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76

号。以下「育児・介護休業法」という。）の所定労働時間の短縮措置の対象者につい

て常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30時間としているときは、当該対象者につい

ては 30時間勤務することで「常勤」として取り扱って良いか。 

27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報 vol.454  

「平成 27年度介護報酬改定に関する Q&A（平成

27年 4月 1日）」 

そのような取扱いで差し支えない 
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３）人員基準 

    

 

＜管理者要件に係る経過措置について＞

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度
（令和９年３月３１日）

令和９年度

見
直
し
前

〇

～介護保険制度改正点の解説より～

見
直
し
後

令和３年４月１日以降、急な退職などの不測の事態により、主任ケアマネジャーを管理者とできなくなってし
まった事業所については、当該事業所がその理由と改善に係る計画書を保険者に届け出た場合、管理者を
主任ケアマネジャーとする要件の適用を１年間猶予するとともに、当該地域に他に居宅介護支援事業所がな
い場合など、利用者保護の観点から特に必要と認められる場合には、保険者の判断により、この猶予期間を
延長することができる。

②令和３年４月以降新たに管理者となる場合（管理者が交代する場合も含む）

①令和３年３月３１日時点で主任ケアマネジャーでないものが管理者である場合

経過措置

期間中
管理者は主任ケアマネジャーであることが必要

経過措置

期間中
経過措置延長（令和３年３月３１日時点の管理者が管理者を続けることができる）

管理者は主任ケ

アマネジャーであ

ることが必要

管理者は主任ケアマネジャーであることが必要

人員基準 

種
別 

資格 配置要件 

管
理
者 

主任介護支援専門員 

 

令和 9年 3月 31日まで経過措置有 

（下記、＜管理者要件に係る経過措

置について＞見直し後参照） 

 

常勤専従の者を１名配置。 

 

ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該

事業所の介護支援専門員又は同一敷地内にある他

の事業所の職務に従事することができる。 

介
護
支
援
専
門
員 

介護支援専門員 

常勤の介護支援専門員 

 

利用者 35 人に 1 人以上又はその端数を増すごと

に１人以上 

 

 

 

（増員に係る介護支援専門員については非常勤で

あっても差し支えない） 
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４）運営基準   下線部は令和３年度新基準 
  

  介護保険等関連情報の活用とＰＤＣＡサイクルの推進 

    指定居宅介護支援を行なうに当たっては、介護保険法第１１８条の２第１項に規定する介

護保険等関連情報等を活用し、事業所単位でＰＤＣＡサイクルを構築・推進することによ

り、提供するサービスの質の向上に努めなければならない。 

   

 

 

  内容及び手続の説明及び同意   ＊運営基準減算対象 

    利用者は指定居宅サービスのみならず、指定居宅介護支援事業者についても自由に選択で

きることが基本である。指定居宅介護支援事業者は、利用申込があった場合には、あらかじ

め、利用申込者又は家族に対し、指定居宅介護支援事業所の運営規定の概要、介護支援専門

員の勤務体制、秘密保持、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の利用申込者がサービスを

選択するために必要な重要事項を説明書やパンフレット等で説明を行い、指定居宅介護支援

事業所から居宅介護支援を受けることの同意を得なければならない。なお、同意については

利用者及び指定居宅介護支援事業者双方の保護の立場から書面によって確認することが望ま

しい。 

 

    また、指定居宅介護支援は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って

行われるものであり、居宅サービス計画は基準第 1条の 2の基本方針及び利用者の希望に基

づき作成されるものである。指定居宅介護支援について利用者の主体的な参加が重要であ

り、居宅サービス計画の作成にあたって利用者から介護支援専門員に対して 

・複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることが可能であること 

・居宅サービス原案に位置づけた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求める 

ことが可能であること 

・前６月間に作成した居宅サービス計画における、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与

及び地域密着型通所介護の各サービスの利用割合 

・前６月間に作成された居宅サービス計画における、訪問介護、通所介護、福祉用具貸

与及び地域密着型通所介護ごとの、同一事業者によって提供されたものの割合 

これらについて、十分説明を行わなければならない。 

 

なお、説明を行うに当たっては、理解が得られるよう、 

・文書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行う 

・理解したことについて必ず利用申込者から署名を得なければならない 

    また、利用者が病院等に入院する場合には、利用者の居宅における日常生活上の能力や利

用していた指定居宅サービス等の情報を入院先医療機関と共有することで、医療機関におけ

る利用者の退院支援に資するとともに、退院後の円滑な在宅生活への移行を支援することに

もつながる。 
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基準第 4条第 3項は、指定居宅介護支援事業者と入院先医療機関との早期からの連携を促

進する観点から、利用者が病院等に入院する必要が生じた場合には担当の介護支援専門員の

氏名及び連絡先を当該病院等に伝えるよう、利用者又はその家族に対し事前に協力を求める

必要がある。 

例として、日頃から介護支援専門員の連絡先等を介護保険被保険者証や健康保険被保険者

証、お薬手帳等と合わせて保管することを依頼しておくことが望ましい。 

   

 

 

 

（令和３年度新基準）＊再掲 

 

 

 

 

〇 前６月間で作成された居宅サービス計画総数のうち

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護が位置付けられた

居宅サービス計画が占める割合

〇 前６月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護ごとの回数のうち

同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって

提供されたものが占める割合（上位３位まで）

※ 前６月間とは、毎年度２回、次の期間における作成された居宅サービス計画を対象とする。

前期

後期

※ 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、本人又はその家族に十分に説明を行うこと。

※ 説明を行うにあたり、理解が得られるよう

文書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、

理解したことについて必ず利用者から署名を得なければならない。

※ 説明の際に用いる割合は、直近の前期もしくは後期の期間のものとする。

３月１日から８月末日

９月１日から２月末日

訪問介護or通所介護or福祉用具貸与or地域密着型通所介護

居宅サービス計画総数
× １００

訪問介護or通所介護or福祉用具貸与or地域密着型通所介護（回数）
× １００

同一の指定居宅サービス事業者（同一の地域密着型サービス事業者）
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  提供拒否の禁止 

    指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。 

原則、利用申込に対しては応じなければならないことを規定し、特に、要介護度や所得の

多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止するものである。 

提供を拒むことができる正当な理由とは・・・ 

      ①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合 

      ②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合 

      ③利用申込者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せて指定居宅介護支援の依頼を行

っていることが明らかな場合 等 

 

 

  サービス提供困難時の対応 

    指定居宅介護支援事業者は、事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対

し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難な場合、他の指定居宅介護支援事業者

の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。 

 

 

受給資格等の確認 

    指定居宅介護支援の提供を求められた場合に、その者の提示する被保険者証によって、被

保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 

 

 

要介護認定の申請に係る援助 

① 被保険者から要介護認定の申請の代行を依頼された場合等には、居宅介護支援事業者は

必要な協力を行わなければならない。 

② 利用申込者が要介護認定を受けていないことを確認した場合には、要介護認定の申請が

既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、利用申込者の意思

を踏まえて速やかに申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

③ 要介護認定の有効期間を確認した上で、要介護認定等の更新の申請が、遅くとも利用者

が受けている要介護認定の有効期間が終了する 1月前にはなされるよう、必要な援助を

行わなければならない。 

 

 

身分を証する書類の携行 

    利用者が安心して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、指定居宅介護支援事業者

は、介護支援専門員に介護支援専門員証を携行させ、初回訪問及び利用者又はその家族から

求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 
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指定居宅介護支援の基本的取扱方針 

① 要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連

携に十分配慮して行わなければならない。 

② 提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

 

 

指定居宅介護支援の具体的取扱方針 

     利用者の課題分析、サービス担当者会議の開催、居宅サービス計画の作成、居宅サービ

ス計画の実施状況の把握などの居宅介護支援を構成する一連の業務のあり方及び当該業務を

行う介護支援専門員の責務を明らかにしたものである。 

    なお、利用者の課題分析（第 6号）から担当者に対する個別サービス計画の提出依頼（第

12号）に掲げる一連の業務については、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきもの

であるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことが前提

であれば、業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合にあっても、それ

ぞれの位置付けられた個々の業務は事後に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要

に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければならない。 

 

① 介護支援専門員による居宅サービス計画の作成 

管理者は、居宅サービス計画の作成に関する業務の主要な過程を介護支援専門員に担

当させること。 

 

② 指定居宅介護支援の基本的留意点 

利用者及びその家族の主体的な参加及び自らの課題解決に向けての意欲の醸成と相ま

って行われることが重要である。このためには、指定居宅介護支援について利用者及び

その家族の十分な理解が求められる。介護支援専門員は、指定居宅介護支援を懇切丁寧

に行うこととし、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行う。 

 

③ 継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用 

利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うためには、利用者の心身又は家族の

状態等に応じて、継続的かつ計画的に居宅サービスが提供されることが重要である。介

護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に当たり、継続的な支援という観点

に立ち、計画的に指定居宅サービス等の提供が行われるようにすることが必要であり、

支給限度額の枠があることのみをもって、特定の時期に偏って継続が困難な、また必要

性に乏しい居宅サービスの利用を助長するようなことがあってはならない。 
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④ 総合的な居宅サービス計画の作成 

居宅サービス計画は、利用者の日常生活全般を支援する観点に立って作成されること

が重要である。このため、居宅サービス計画の作成又は変更に当たっては、利用者の希

望や課題分析の結果に基づき、介護給付等対象サービス以外の支援等も含めて居宅サー

ビス計画に位置付けることにより総合的な計画となるよう努めなければならない。 

     なお、介護支援専門員は、当該日常生活全般を支援する上で、利用者の希望や課題分析

の結果を踏まえ、地域で不足していると認められるサービス等については、介護給付等

対象サービスであるかどうかを問わず、不足していると思われるサービス等が地域にお

いて提供されるよう関係機関等に働きかけていくことが望ましい。 

⑤ 利用者自身によるサービスの選択 

介護支援専門員は、利用者自身がサービスを選択することを基本に、これを支援す

る。このため、利用者によるサービスの選択に資するよう、利用者から居宅サービス計

画案の作成にあたって複数の指定居宅サービス事業者等の紹介の求めがあった場合には

誠実に対応する。さらに、居宅サービス計画案を利用者に提示する際には、 

・指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用

者又はその家族に対して提供するものとする。 

＊以下のようなことはあってはならない 

・特定の指定居宅サービス事業者に不当に偏した情報を提供する 

・利用者の選択を求めることなく同一の事業主体のサービスのみによる居宅サービス

計画原案を最初から提示すること 

また、例えば集合住宅等において、特定の指定居宅サービス事業者のサービスを利用

することを、選択の機会を与えることなく入居条件とするようなことはあってはならな

いが、居宅サービス計画についても、利用者の意思に反して、集合住宅と同一敷地内等

の指定居宅サービス事業者のみを居宅サービス計画に位置付けるようなことはあっては

ならない。 

⑥ 課題分析の実施 

居宅サービス計画は、個々の利用者の特性に応じて作成されることが重要である。こ

のため介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に先立ち利用者の課題分析を行うこ

ととなる。 

課題分析とは、利用者の有する日常生活上の能力や利用者が既に提供を受けている指

定居宅サービスや介護者の状況等の利用者を取り巻く環境等の評価を通じて利用者が生

活の質を維持・向上させていく上で生じている問題点を明らかにし、利用者が自立した

日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することであ

り、利用者の生活全般についてその状態を十分把握することが重要である。 

課題分析は、介護支援専門員の個人的な考え方や手法のみによって行われてはなら

ず、利用者の課題を客観的に抽出するための手法として合理的なものと認められる適切

な方法を用いなければならないものである。 

     （通知「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の掲示について」） 
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⑦ 課題分析における留意点 ＊運営基準減算対象 

介護支援専門員は、アセスメントにあたっては、利用者が入院中などの理由を除き必

ず利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。この

場合、利用者やその家族との間の信頼関係、協働関係の構築が重要であり、介護支援専

門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければな

らない。なお、介護支援専門員は面接技法等の研鑽に努めることが重要である。 

 

⑧ 居宅サービス計画原案の作成 

介護支援専門員は、居宅サービス計画が利用者の生活の質に直接影響する重要なもの

であることを十分に認識し、居宅サービス計画原案を作成しなければならない。したが

って、居宅サービス計画原案は利用者の希望やアセスメントの結果による専門的見地に

基づき、実現可能なものとする必要がある。 

また、居宅サービス計画原案には、利用者及びその家族の生活に対する意向や総合的

な援助の方針、解決すべき課題を記載した上で、提供されるサービスについて、その長

期的な目標や達成時期等を明確に盛り込み、達成時期には居宅サービス計画及び各指定

居宅サービス等の評価を行えるようにすることが重要である。 

なお、提供されるサービスの目標とは利用者がサービスを受けつつ到達しようとする

目標を指す。 

 

⑨ サービス担当者会議等による専門的意見の聴取 ＊運営基準減算対象 

     介護支援専門員は、効果的かつ実現可能な質の高い居宅サービス計画とするため、各サ

ービスが共通の目標を達成するために具体的なサービスの内容として何ができるかなどに

ついて、利用者やその家族、居宅サービス原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者

からなるサービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を当該担当者と

共有するとともに、専門的な見地からの意見を求め調整を図ることが重要である。サービ

ス担当者会議においてテレビ電話装置等を活用して行う場合、その活用について利用者又

はその家族の同意を得なければならない。（テレビ電話装置等を活用する際には、個人情

報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等

を遵守すること。） 

なお、利用者やその家族の参加が望ましくない場合（家庭内暴力等）には、必ずしも参

加を求めるものではないことに留意する。 

また、やむを得ない理由がある場合については、サービス担当者に対する照会等により

意見を求めることができるものをしているが、この場合にも、緊密に相互の情報交換を行

うことにより、利用者の状況等についての情報や居宅サービス計画原案の内容を共有でき

るようにする必要がある。なお、ここでいうやむを得ない理由がある場合とは、 

・利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る）の心身の状況等により、主治医の意見を勘

案して必要と認める場合 
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・開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サービス担当者会議へ

の参加が得られなかった場合 

・居宅サービス計画の変更であって、利用者の状態に大きな変化が見られない等にお

ける軽微な変更の場合 

等が想定される。 

    また、末期の悪性腫瘍の利用者について必要と認める場合とは、 

主治医が日常生活上の障害が 1か月以内に出現すると判断した時点以降において、主治医

の助言を得た上で、介護支援専門員がサービス担当者に対する照会等により意見を求める

ことが必要と判断した場合を想定している。なお、ここでいう「主治医の意見」とは、利

用者の最新の心身の状態、受診中の医療機関、投薬内容等を一元的に把握している医師で

あり、利用者又はその家族等に確認する方法等により、適切に対応すること。またサービ

ス種類や利用回数の変更等を利用者に状態変化が生じるたびに迅速に行っていくことが求

められるため、日常生活上の障害が出現する前に、今後利用が必要と見込まれる指定居宅

サービス等の担当者を含めた関係者を招集した上で、予測される状態変化と支援の方向性

について関係者間で共有しておくことが望ましい。 

 

⑩ 居宅サービス計画の説明及び同意 ＊運営基準減算対象 

居宅サービス計画に位置付ける指定居宅サービス等の選択は、利用者自身が行うこと

が基本。当該計画は利用者の希望を尊重することとともに、作成されなければならな

い。利用者に選択を求めることは介護保険制度の基本理念である。このため、当該計画

原案の作成に当たって、これに位置付けるサービスについて、また、サービスの内容に

ついても利用者の希望を尊重することとともに、作成された居宅サービス計画の原案に

ついても、最終的には、その内容について説明を行ったうえで文書によって利用者の同

意を得ることを義務付けることにより、利用者によるサービスの選択やサービス内容等

への利用者の意向の反映の機会を保障しようとするものである。 

また、当該説明及び同意を要する居宅サービス計画原案とは、居宅サービス計画書の

第 1表から第 3表まで、第 6表及び第 7表に相当するものすべてを指すものである。 

 

 

 

⑪ 居宅サービス計画の交付 ＊運営基準減算対象 

居宅サービス計画を作成した際には、遅滞なく利用者及び担当者に交付しなければな

らない。また、介護支援専門員は、担当者に対して居宅サービス計画を交付する際に

は、当該計画の趣旨及び内容等について十分に説明し、各担当者との共有、連携を図っ

たうえで、各担当者が自ら提供する個別サービス計画における位置づけを理解できるよ

うに配慮する必要がある。 
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⑫ 担当者に対する個別サービス計画の提出依頼 

居宅サービス計画と個別サービス計画との連動性を高め、居宅介護支援事業者とサー

ビス提供事業者の意識の共有を図ることが重要である。 

このため、担当者に居宅サービス計画を交付したときは、担当者に対し、個別サービス

計画の提出を求め、居宅サービス計画と個別サービス計画の連動性や整合性について確

認する。 

なお、介護支援専門員は、担当者と継続的に連携し、意識の共有を図ることが重要で

あることから、居宅サービス計画と個別サービス計画の連動性や整合性の確認について

は、居宅サービス計画を担当者に交付したときに限らず、必要に応じて行うことが望ま

しい。 

さらに、サービス担当者会議の前に居宅サービス計画の原案を担当者に提供し、サービ

ス担当者会議に個別サービス計画案の提出を求め、サービス担当者会議において情報の

共有や調整をはかるなどの手法も有効である。 

 

⑬ 居宅サービス計画の実施状況等の把握及び評価等（第 13号・第 13 号の 2） 

利用者の有する解決すべき課題に即した適切なサービスを組み合わせて利用者に提供

し続けることが重要である。このため介護支援専門員は、利用者の解決すべき課題の変

化に留意することが重要であり、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施

状況の把握（モニタリング）を行い、利用者の解決すべき課題の変化が認められる場合

等必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整等の

提供を行うものとする。 

なお、利用者の解決すべき課題の変化は、利用者に直接サービスを提供する指定居宅

サービス事業者等により把握されることも多いことから、介護支援専門員は、当該指定

居宅サービス事業者等のサービス担当者と緊密な連携を図り、利用者の解決すべき課題

の変化が認められる場合には、円滑に連絡が行われる体制の整備に努めなければならな

い。 

また、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報

は、主治の医師もしくは歯科医師又は薬剤師が医療サービスの必要性等を検討するにあ

たり有効な情報である。このため、指定居宅介護支援の提供に当たり、例えば、 

1. 薬が大量に余っている又は複数回分の薬を一度に服用している 

2. 薬の服用を拒絶している 

3. 使い切らないうちに新たに薬が処方されている 

4. 口臭や口腔内出血がある 

5. 体重の増減が推測される見た目の変化がある 

6. 食事量や食事回数に変化がある 

7. 下痢や便秘が続いている 

8. 皮膚が乾燥していたり湿疹等がある 

9. リハビリテーションの提供が必要と思われる状態にあるにも関わらず提供されていな
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い状況 

等の利用者の心身又は生活状況に係る情報を得た場合は、それらの情報のうち、主治の

医師若しくは歯科医師又は薬剤師の助言が必要であると介護支援専門員が判断したもの

について、主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。 

 

 

⑭ モニタリングの実施 ＊運営基準減算対象 

モニタリングは次に定めるところにより行わなければならない。 

イ）少なくとも１月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。 

ロ）少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録すること。 

介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、居宅サービス計画の作成後において

も、利用者及びその家族、主治医、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行う

こと。当該指定居宅サービス事業者等の担当者との連携により、モニタリングが行われ

ている場合においても、特段の事情がない限り、少なくとも 1 月に 1回はモニタリング

の結果を記録することが必要である。 

また、「特段の事情」とは、利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面

接することができない場合を主として指すものであり、介護支援専門員に起因する事情

は含まれない。 

さらに、当該特段の事情がある場合については、その具体的な内容を記録しておくこ

とが必要である。 

 

 

⑮ 居宅サービス計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議等による専門的意見の

聴取 ＊運営基準減算対象 

次に掲げる場合は、サービス担当者会議を開催しなければならない。 

イ）要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合 

ロ）要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分変更認定を受けた場合 

 

介護支援専門員は、利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合など本号に掲

げる場合には、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性に

ついて、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得

ない理由がある場合については、サービス担当者に対する照会等により意見をもとめる

ことができるものとする。 

なお、ここでいうやむを得ない場合とは、開催の日程調整を行ったが、サービス担当

者会議への参加が得られなかった場合や居宅サービス計画の変更から間もない場合で利

用者の状態に大きな変化が見られない場合等が想定される。 
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⑯ 居宅サービス計画の変更 

介護支援専門員は、居宅サービス計画を変更する際には、原則として居宅サービス計

画作成に当たっての一連の業務を行うことが必要である。 

なお、利用者の希望による軽微な変更を行う場合には、この必要はない。ただし、この

場合においても、介護支援専門員が、利用者の解決すべき課題の変化に留意することが

重要である。 

 

 

【一連の業務を必要としない軽微な変更の場合】 

 軽微な変更の内容 基本的な考え方 

ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成 

1 サービス提供の曜日変更 利用者の体調不良や家族の都合などの臨時

的、一時的なもので、単たる曜日の、日付

の変更のような場合 

2 サービス提供の回数変更 同一事業所における週１回程度の臨時的、

一時的なサービス利用回数の増減のような

場合 

3 利用者の住所変更 住環境・生活環境（同居者など）の差異に

よるサービス変更がない場合 

4 事業所の名称変更 単なる事業所の名称変更 

5 福祉用具で同等の用具に変更

するする際単位数のみの変更 

福祉用具の同一種目において機能の変更を

伴わない用具の変更の場合 

6 単なる事業所の変更 目標もサービスも変わらない単なる事業所

の変更 

7 目標を達成するためのサービ

ス内容が変わるだけの場合 

課題、目標、サービス種別等が変わらない

範囲で、目標を達成するためのサービス内

容が変わるだけの場合 

8 担当介護支援専門員の変更 契約している居宅介護支援事業所における

担当介護支援専門員の変更の場合 

サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議 

9 サービス利用回数の増減によ

るサービス担当者会議の必要

性 

「2」のサービス提供回数の変更について

は、サービス担当者会議の開催など、必ず

しも実施しなければならないものではな

い。 

ただし、関連事業所での状況共有には努め

てほしい。 

10 ケアプランの軽微な変更に関

するサービス担当者会議の全

事業所招集の必要性 

ケアプランの「軽微な変更」に該当するも

のであれば、サービス担当者会議の開催な

ど、必ずしも実施しなければならないもの

ではない。 

ただし、ケアマネがサービス担当者会議を

開催する必要があると判断した場合にも、

必ずしも担当者全員を招集する必要はな

い。 
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⑰ 介護保険施設への紹介その他の便宜の提供 

介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に

提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難とな

ったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介

護保険施設はそれぞれ医療機能等が異なることに鑑み、主治医の意見を参考にする、主

治医に意見を求める等をして介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとす

る。 

 

 

 

⑱ 介護保険施設との連携 

介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から居宅

介護支援の依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらか

じめ、居宅での生活における介護上の留意点等の情報を介護保険施設等の従業者から聴

取する等の連携を図るとともに、居宅での生活を前提とした課題分析を行ったうえで居

宅サービス計画を作成する等の援助を行うことが重要である。 

 

 

⑲ 居宅サービス計画の届出（第 18号の 2） 

訪問介護の利用回数が統計的に見て通常の居宅サービス計画よりかけ離れている場合

には、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、市町村が確

認し、必要に応じて是正を促していくことが適当である。このため、一定回数以上の訪

問介護を位置付ける場合にその必要性を居宅サービス計画に記載するとともに、当該居

宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。届出に当たっては、当該月におい

て作成又は変更した居宅サービス計画のうち一定回数以上の訪問介護を位置付けたもの

について、翌月の末日までに市町村に届け出ることとする。なお、ここでいう当該月に

おいて作成又は変更した居宅サービス計画とは、当該月において利用者の同意を得て交

付をした居宅サービス計画を言う。 

基準第 13条第 18号の 2に規定する厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護は以下の

通り。 

     「届出の対象となる訪問介護の種類」：生活援助中心型サービス 

     「届出の対象となる訪問介護の回数」：要介護１→27回 

要介護２→34回 

要介護３→43回 

要介護４→38回 

要介護５→31回 

また、居宅サービス計画の届出頻度について、一度町が検証した居宅サービス計画の

次回の届出は、１年後とする。 
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⑳ 居宅サービス計画の届出（第 18号の 3） 

     介護支援専門員は、その勤務する指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サー

ビス計画に位置付けられた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護

サービス費、地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費（以下この号

において「サービス費」という。）の総額が法第 43 条第２項に規定する居宅介護サービス

費等区分支給限度基準額に占める割合及び訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス

費の総額に占める割合が町長が定める基準に該当する場合であって、町からの求めがあっ

た場合には、当該指定居宅介護支援事業所の居宅サービス計画の利用の妥当性を検討し、

当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由等を記載するとともに、当該居宅サービス

計画を町に届け出なければならない。 

   居宅サービス計画に位置付けられたサービスがこれらに該当する場合には、翌月の末日

までに町に届け出ることとする。なお、ここでいう当該月において作成又は変更した居宅

サービス計画とは、当該月において利用者の同意を得て交付をした居宅サービス計画をい

う。 

  なお、基準第 13 条第 18号の３については、令和 3年 10月 1日により施行されるた

め、同年 10月以降に作成又は変更した居宅サービス計画について届出を行うこと。 

 

 

 

㉑ 主治の医師等の意見等（第 19号・第 19号の 2・第 20号） 

訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導、

短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護（訪問看護サービスを利用する

場合に限る）及び看護小規模多機能型居宅介護（訪問看護サービスを利用する場合に限

る）については、主治の医師等がその必要性を認めたものに限られるものであることか

ら、介護支援専門員は、これらの医療サービスを居宅サービス計画に位置付ける場合に

あっては主治の医師等の指示があることを確認しなければならない。 

このため、利用者がこれらの医療サービスを希望している場合その他必要な場合に

は、介護支援専門員は、あらかじめ、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求める

とともに、主治の医師等とのより円滑な連携に資するよう、当該意見を踏まえて作成し

た居宅サービス計画については、意見を求めた主治の医師等に交付しなければならな

い。なお、交付の方法については、対面のほか、郵送やメール等によることも差し支え

ない。また、ここで意見を求める「主治の医師等」については、要介護認定の申請のた

めに主治医意見書を記載した医師に限定されないことに留意すること。 

なお、医療サービス以外の指定居宅サービス等を居宅サービス計画に位置付ける場合

にあって、当該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が

示されているときは、介護支援専門員は、当該留意点を尊重して居宅介護支援を行うも

のとする。 
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   ㉒ 短期入所生活介護及び短期入所療養介護の居宅サービス計画への位置付け 

      短期入所サービスは、利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものであ

り、指定居宅介護支援を行う介護支援専門員は、短期入所サービスを位置付ける居宅サ

ービス計画の作成に当たって、利用者にとってこれらの居宅サービスが在宅生活の維持

につながるように十分に留意しなければならない。 

      この場合において、短期入所サービスの利用日数に係る「要介護認定の有効期間のお

おむね半数を超えない」という目安については、居宅サービス計画の作成過程における

個々の利用者の心身の状況やそのおかれている環境等の適切な評価に基づき、在宅生活

の維持のための必要性に応じて弾力的に運用することが可能であり、要介護認定の有効

期間の半数の日数以内であるかについて機械的な適用を求めるものではない。したがっ

て、利用者の心身の状況及び本人、家族等の意向に照らし、この目安を超えて短期入所

サービスの利用が特に必要と認められる場合においては、これを上回る日数の短期入所

サービスを居宅サービス計画に位置付けることも可能である。 

 

   ㉓ 福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の居宅サービス計画への反映 

      福祉用具貸与及び特定福祉用具販売については、その特性と利用者の心身の状況等を

踏まえて、その必要性を十分に検討せずに選定した場合、利用者の自立支援は大きく阻

害される恐れがあることから、検討の過程を別途記録する必要がある。 

     このため、介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与及び特定福祉用具販売

を位置付ける場合には、サービス担当者会議を開催し、当該計画に福祉用具貸与及び特

定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない。 

      なお、福祉用具貸与については、居宅サービス計画作成後必要に応じて随時サービス

担当者会議を開催して、利用者が継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証

し、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合には、その理由を再び居宅サービス

計画に記載しなければならない。 

     また、福祉用具貸与については以下の項目について留意すること。 

ア） 介護支援専門員は、軽度者の居宅サービス計画に指定福祉用具貸与を位置付ける

場合には「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等」第 31号のイで定める状

態像のものであることを確認するため、当該軽度者の「要介護認定等基準時間の推

計の方法」別表第 1の調査票について必要な部分の写しを市町村から入手しなけれ

ばならない。 

ただし、当該軽度者がこれらの結果を介護支援専門員へ提示することに、あらかじ

め同意していない場合については、当該軽度者の調査票の写しを本人に情報開示さ

せ、それを入手しなければならない。 

イ） 介護支援専門員は、当該軽度者の調査票の写しを指定福祉用具貸与事業者へ提示

することに同意を得た上で、市町村より入手した調査票の写しについて、その内容

が確認できる文書を指定福祉用具貸与事業者へ送付しなければならない。 
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ウ） 介護支援専門員は、当該軽度者が「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に

関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴

う実施上の留意事項について」（平成１２年老企第３６号）の第２の９（２）①ウの

判断方法による場合については、福祉用具の必要性を判断するため、利用者の状態

像が、同ⅰ）からⅲ）までのいずれかに該当する旨について、主治医意見書による

方法のほか、医師の診断書又は医師から所見を聴取する方法により当該医師の所見

及び医師の名前を居宅サービス計画に記載しなければならない。この場合におい

て、介護支援専門員は、指定福祉用具貸与事業者より、当該軽度者に係る医師の所

見及び医師の名前について確認があった時には、利用者の同意を得て、適切にその

内容について情報提供しなければならない。 

 

 

 

    ㉔ 認定審査会意見等の居宅サービス計画への反映 

      事業者は、認定審査会意見が被保険者証に記されているときは、当該意見に従って、

当該被保険者に当該指定居宅サービスを提供するように努める必要があり、介護支援専

門員は、利用者が提示する被保険者証にこれらの記載がある場合には、利用者にその趣

旨について説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成する必

要がある。 

 

 

 

    ㉕ 指定介護予防支援事業者との連携 

      要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合には、指定介護予防支援事

業者が当該利用者の介護予防サービス計画を作成することになるため、速やかに適切な

介護予防サービス計画の作成に着手できるよう、指定居宅介護支援事業所は、指定介護

予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図ることとしたも

のである。 

 

 

 

    ㉖ 指定介護予防支援業務の受託に関する留意点 

      指定居宅介護支援事業者は、指定介護予防支援業務を受託するに当たっては、その業

務量等を勘案し、指定介護予防支援業務を受託することによって、当該指定居宅介護支

援事業者が本来行うべき指定居宅介護支援業務の適正な実施に影響を及ぼすことのない

よう配慮しなければならない。 
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    ㉗ 地域ケア会議への協力 

      地域包括ケアシステムの構築を推進するため、地域ケア会議が介護保険法上に位置付

けられ、関係者等は会議から資料又は、情報の提供の求めがあった場合には、これに協

力するよう努めることについて規定されている。地域ケア会議は個別ケースの支援内容

の検討を通じて、法の理念に基づいた高齢者の自立支援に資するケアマネジメントの支

援、高齢者の実態把握や課題解決のための地域包括支援ネットワークの構築及び個別ケ

ースの課題分析等を行うことによる地域課題の把握を行うことなどを目的としているこ

とから、指定居宅介護支援事業者は、その趣旨・目的に鑑み、より積極的に協力するこ

とが求められる。そのため、地域ケア会議から個別のケアマネジメントの事例の提供の

求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。 

 

  法定代理受領サービスに係る報告 

○ 居宅サービス計画において位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領

サービスとして位置付けたものに関する情報を記載した文書（給付管理票）を毎月市町

村へ提出する。 

○ 居宅サービス計画に位置づけられる基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス

費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書を、市町村へ提出する。 

→基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービス費の

支払事務が居宅サービス計画に位置づけられている指定居宅サービスに係る居宅介護サ

ービス費の支払を待つことなく、同時並行的に行うことができるようにするためのも

の。 

 

 

利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付 

    利用者が指定居宅介護支援事業者を変更した場合、変更後の指定居宅介護支援事業者等が

滞りなく給付管理票の作成・届出等の事務を行うことができるよう、指定居宅介護支援事業

者は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、要介護認定を受けている利

用者が要支援認定を受けた場合、その他利用者から申し出があった場合には、当該利用者に

対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付する。 

 

 

  利用者に関する市町村への通知 

    利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知

しなければならない。 

① 正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等によ

り、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

② 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。  
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管理者の責務 

    管理者は指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員等の従業者の管理、指定居宅介護支援

の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければ

ならない。 

    管理者は指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員等に運営に関する基準の規定を遵守さ

せるため必要な指揮命令を行うものとする。 

 

 

  運営規程 

    指定居宅介護支援事業所ごとに、運営規定として次に掲げる事項を定めるものとする 

（１） 事業の目的及び運営の方針 

（２） 職員の職種、員数及び職務内容 

（３） 営業日及び営業時間 

（４） 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額 

（５） 通常の事業の実施地域 

（６） 苦情解決に関する事項 

（７） 虐待の防止のための措置に関する事項 

（８） その他運営に関する重要事項 

 

 

  勤務体制の確保 

① 原則として月ごとに勤務表を作成し、介護支援専門員は、日々の勤務時間、常勤・非常

勤の別、管理者との兼務関係等を明確にしなければならない。 

   勤務状況等は、管理者が管理する必要があり、業務として一体的管理されていることが

必要である。これは、非常勤の介護支援専門員も含めて居宅介護支援事業所の業務とし

て一体的に管理されていることが必要である。従って、非常勤の介護支援専門員が兼務

する業務の事業所を居宅介護支援の拠点とし独立して利用者ごとの居宅介護支援台帳の

保管を行うようなことは認められない。 

② 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、指定居宅介護支援事業所

の介護支援専門員に指定居宅介護支援の業務を担当させなければならない。 

指定居宅介護支援事業所と介護支援専門員の関係については、当該事業所の管理者の指

揮命令が介護支援専門員に対して及ぶことが要件となるが、雇用契約に限定されるもの

ではない。 

③ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上を図る研修の機会を確保しな

ければならない。特に、介護支援専門員実務研修終了後、初めて就業した介護支援専門

員については就業後 6月から 1年の間に都道府県等が行う初任者向けの研修を受講する

機会を確保しなければならない。 
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④ 指定居宅介護支援事業者は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場

において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要か

つ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止する

ための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 

 

  業務継続計画の策定等  ＊令和６年３月３１日までの経過措置（努力義務） 

① 指定居宅介護支援事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する指

定居宅介護支援の提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るた

めの計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措

置を講じなければならない。 

② 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知すると

ともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

③ 指定居宅介護支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務

継続計画の変更を行うものとする。 

 

 

設備及び備品等 

① 事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましい。他

の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業との同一の事務室であっ

ても差し支えない。それぞれの事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りる

ものとする。 

② 事務室には相談、サービス担当者会議等に対応する適切なスペースを確保することと

し、利用者が直接出入りできるなど利用しやすい構造とする。 

③ 必要な設備及び備品等を確保すること。 

ただし、他の事業所等と同一敷地内にある場合であって、運営に差し障りがない場合

は、他の事業所等に備え付けられた設備及び備品を使用することができるものとする。 

 

 

  従業者の健康管理 

    介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。 
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  感染症の予防及びまん延の防止のための措置 ＊令和６年３月３１日までの経過措置（努力義務） 

指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所において感染症が発生し、又は

まん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(１) 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を

検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行う場合を含む。）をおおむね６月に１

回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図るこ

と。 

(２) 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を

整備すること。 

(３) 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びま

ん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

 

 

  掲示 

① 事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制そ

の他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければな

らない。 

② 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定居宅介護支

援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同

項の規定による掲示に代えることができる。 

 

 

  秘密保持等 

① 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らし

てはならない。 

② 介護支援専門員その他の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利

用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならな

い。従業者でなくなった後においても秘密を保持する旨を従業者の雇用時に取り決めを

するなどの措置を講ずべきこととするもの。 

③ サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利

用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておか

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

個人情報を用いる場合の同意は、サービス提供開始時に利用者及びその家族か

ら包括的な同意を得ておくことで足りるものである。 
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広告  

① 指定居宅介護支援事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大

なものであってはならない。 

 

 

居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等  

① 管理者は居宅サービス計画の作成又は変更に関し、当該指定居宅介護支援事業所の介護

支援専門員に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付けるべき旨

の指示等を行ってはならない。 

② 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の居

宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。 

③ 指定居宅介護支援事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、

利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償と

して、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

 

 

   苦情処理 

    ① 指定居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利

用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。 

②  苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

③ 提供した指定居宅介護支援に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示

の求め又は当該市町村の職員からの質問もしくは紹介に応じ、及び利用者からの苦情に

関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合に

おいては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

④ 市町村からの求めがあった場合には、改善の内容を市町村に報告しなければならない。 

⑤ 居宅サービスに位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに対する苦情

の国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、利用者に対し必要な援助を行わなけ

ればならない。 

⑥ 指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う

調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連

合会からの指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改

善を行わなければならない。 

⑦ 国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合は、前項の改善内容を国民健康保険団

体連合会に報告しなければならない。 
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    事故発生時の対応 

① 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町

村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

② 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 

③ 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損

害賠償を速やかに行わなければならない。 

 

        虐待の防止  ＊令和６年３月３１日までの経過措置（努力義務） 

指定居宅介護支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置

を講じなければならない。 

(１) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会

（テレビ電話装置等を活用して行う場合を含む。）を定期的に開催するとともに、そ

の結果（虐待に対する体制、再発防止策等）について、介護支援専門員に周知徹底

を図ること。 

(２) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

(３) 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のため

の研修を定期的に実施すること。 

(４) 適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

    会計の区分 

     事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護支援の事業の会計とその他の事業

の会計とを区分しなければならない。 

 

 記録の整備  

① 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければなら

ない。 

② 事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次の記録を整備し、サー

ビス提供完結の日から５年間保存しなければならない。 

③ 第 13条第 13 号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録 

④ 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳 

１） 居宅サービス計画 

２） 第 13 条第 7号に規定するアセスメントの結果の記録 

３） 第 13 条第 9号に規定するサービス担当者会議等の記録 

４） 第 13 条第 14号に規定するモニタリングの結果の記録 

⑤ 第 16条に規定する市町村への通知に係る記録 

⑥ 第 26条第 2 項に規定する苦情の内容等の記録 

⑦ 第 27条第 2 項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

   

 

 保存期間は、国の省令では２年間だが、町の条例で５年間と定めているので、留意すること。 
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 運営基準減算に該当した場合、介護報酬を減算しなければならない。 

◇基準に規定されている下記の満たさなければならない項目をいずれか１つでも満たしていない

場合、当該利用者について減算となる。 

◇運営基準減算を受けた場合、特定事業所加算は利用者全員について算定できない。 

   

減算割合 

所定単位数の１００分の５０ 

２ヶ月以上継続している場合は、所定単位数の算定不可 

満たさなければならない項目 

（１）指定居宅介護支援の提供の開始に係る基準（基準第 4条第 2項） 

＊契約月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算 

利用者に対し、あらかじめ①～②について文書を交付して説明を行い、それを理解したことについて利

用者の署名を得なければならない。 

① 利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介できるよう求めることができること 

② 利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めること

ができる。 

（２）ケアプラン作成に係る項目（基準第 13条） 

＊①～⑥については、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算 

① アセスメント（第 7号） 

利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面

談して、アセスメントを実施しなければならな

い。 

④ 居宅サービス計画の交付（第 11号） 

当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付

しなければならない。 

② サービス担当者会議の開催（第 9号） 

利用者・家族及び居宅サービス計画の原案に位置

付けた指定居宅サービス等の担当者を招集して

「サービス担当者会議」を開催しなければならな

い。 

⑤ モニタリング（第 14 号） 

次のとおり、モニタリングを行わなければならな

い。 

ア）月に１回、利用者の居宅で利用者に面接するこ

と 

イ）月に１回、モニタリングの結果を記録すること 

③ 居宅サービス計画の説明と同意（第 10号） 

当該居宅サービス計画の原案の内容について利用

者又はその家族に対して説明し、文書により利用

者の同意を得なければならない。 

⑥ 居宅サービス計画変更の必要性（第 15号） 

次の場合は、サービス担当者会議を開催し、サー

ビス計画の変更の必要性について担当者から意見

を求めなければならない。 

ア）更新認定を受けた場合 

イ）区分変更認定を受けた場合 

人員・運営基準は遵守すること 
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４．事業者指定・加算届出 

 

１）事業者の指定関係 

（１）指定変更届 

  ・変更があったときから１０日以内に届出が必要。 

  ・運営規程における「文言の変更」等の軽微な変更については、届出不要。 

  【主な添付書類】 

   ①指定変更届出（様式第４８号） 

   ②必要に応じて下記書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 変更があった事項 添付書類等 

１ 事業所（施設）の名称 付表 12 

法人の定款（※１）、運営規程 

２ 事業所（施設）の所在地 

       電話番号 

       FAX番号 

付表 12 

所在地：法人の定款（※１）、運営規程、事業所の

平面図・土地建物の登記事項証明書等 

電話番号・FAX番号：運営規程 

３ 事業者の名称、 

主たる事務所の所在地 

法人の定款又は登記事項証明書、運営規程 

４ 代表者（開設者）の氏名 

生年月日及び住所 

法人の登記簿の写し、代表者（開設者）の経歴

書、誓約書 

５ 役員の氏名、生年月日 役員名簿、誓約書、法人の定款等（変更した場

合） 

６ 定款・寄附行為及びその登

記事項証明書・条例等 

定款・寄附行為及びその登記事項証明書・条例等

の写し（当該事業に関するものに限る） 

付表 12（変更項目がある場合のみ） 

８ 事業所（施設）の管理者の

氏名、生年月日及び住所 

付表 12 

管理者の経歴書、各種資格証の写し、組織体制

図、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（変

更後の月のもの）、誓約書、役員名簿 

９ 事業所（施設）の介護支援

専門員の氏名及びその登録

番号 

介護支援専門員証の写し、介護支援専門員総括

表、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（変

更後の月のもの）、組織体制図 

10 運営規程 運営規程・重要事項説明書 

※１ 事業所等の名称若しくは所在地が定款で定められている場合 
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1

2

3

4

5

6

7

生
保

備考　１ 「申請者確認欄」の該当欄に「〇」を付し、添付書類等に漏れがないよう確認してください。

　　　　２　添付書類については、各様式の説明を参照してください。

  ３　写しを提出する場合は原本証明を行ってください。

生活保護法における介護機関のみなし指定に係る確認書（別添１）

資格証の写し（主任介護支援専門員・介護支援専門員）

事業所（施設）平面図（参考様式３）

組織体制図（参考様式１２）

登記事項証明書、条例等　　　　　 ※原本

介護保険法第７９条第２項各号の規定に該当しない旨の誓約書（参考様式８－３）

土地・建物の登記事項証明書（全部事項）若しくは賃貸借契約書

事業所の位置図

運営規程（料金表含む）

各種検査済証
（建築物・エレベーター・消防）

介護支援専門員一覧表（参考様式１０）

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要（参考様式７）

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１）

加
算

暴力団排除に係る誓約書（参考様式９）

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２）

申
請
書

指定申請書（第４７号様式）

居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項（付表１２）

居宅介護支援の指定申請に係る提出書類一覧

申請する事業所の名称

（次に掲げる書類を提出してください。）

申請者
確認欄

提出書類一覧



30 

 

（２）指定の更新 

    指定居宅介護支援事業者は、指定を受けた日から６年ごとに指定の更新を受ける必要があ

る。有効期間の満了日を迎える事業者に対して、年度当初に勧奨通知を送付しているが、各

事業者においては、自身の「指定有効期間満了日」を確認の上、受付期間内に下記書類を揃

え、忘れずに指定更新申請手続きを行うこと。 

   【受付期間】 指定有効期間満了日の属する月の前月の末日まで 

   【提出書類】  

 

◎

◎

1 ○

2 ◎

◎

◎

◎

3 ○

○

○

○

4 ○

5 ○

6 ◎

7 ◎

○

○

備考　１ 「申請者確認欄」の該当欄に「〇」を付し、添付書類等に漏れがないよう確認してください。

　　　　２　添付書類については、各様式の説明を参照してください。

         ３　写しを提出する場合は原本証明を行ってください。

居宅介護支援の指定更新申請に係る提出書類一覧

申請する事業所の名称

申請者
確認欄

提出書類一覧

（次に掲げる書類を提出してください。）
※◎は、必ず提出してください。
※○は、提出済みで変更がない場合は省略できます。

指定更新申請書（第５１号様式）

居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項（付表１２）

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２）

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

加
算

申
請
書

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要（参考様式７）

登記事項証明書、条例等　　　　　 ※原本

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１）　　　※更新月の分

組織体制図（参考様式1２）

資格証の写し（主任介護支援専門員・介護支援専門員）

介護支援専門員一覧表（参考様式１０）

介護保険法第７９条第２項各号の規定に該当しない旨の誓約書（参考様式８－３）

暴力団排除に係る誓約書（参考様式９）

事業所（施設）平面図（参考様式３）

事業所の位置図

土地・建物の登記事項証明書（全部事項）若しくは賃貸借契約書

運営規程（料金表含む）

各種検査済証
（建築物・エレベーター・消防）
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（３）事業の休止・廃止の届出 

    事業の休止・廃止予定日の１月前までに届出が必要。 

    また、介護保険法に基づき、事業の休止・廃止時又は指定辞退時の利用者に対して、事業

者には継続的なサービスの提供のための便宜提供が義務付けられている。（他事業所の紹介

や介護支援専門員・他事業所との連絡調整等） 

 

 

 

 

 

 

  

２）給付費算定に係る届出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【届出に係る加算等の算定の開始時期】 

 

 

 

 

 

  

項目 必 要 書 類 様 式 

全加算共通 
①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 

別紙 3-2 

別紙 1 

特定事業所

加算 

①特定事業所加算 従業者の勤務体制一覧表 

②特定事業所加算に係る届出書 

③特定事業加算 

④研修計画等要件確認書類 

参考様式 1 

別紙 10-2 

別紙 10-2付表 

ターミナル

ケアマネジ

メント加算 

ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書 

ターミナルケアマネジメント加算に係る確認書 

別紙 10-2 

別紙 10-2別添 

項目 算定の開始時期 

下記以外 

毎月 

  １５日以前に届出 ⇒ 翌月から算定可 

  １６日以降に届出 ⇒ 翌々月から算定可 

特定事業所集中減算 

 前期 後期 

判定期間 3/1～8月末日 9/1～2月末日 

適用期間 10/1～3/31 4/1～9/30 

書類提出期

限 
9/15まで 3/15 まで 

事業者指定届出及び加算届出の様式は町ホームページよりダウンロードできます。 

「健康・福祉」→「介護保険」→「事業所方へ」 

→「指定申請・各種加算届出」→「居宅介護支援事業」 
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５．介護報酬居宅介護支援費 

１）定義 

 

常勤換算方法 

    当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。 

 

常勤換算の式＝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

＜常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱い＞

常勤換算方法により算定される従業者が出張したり、また休暇を取った場合に、そ

の出張や休暇に係る時間は勤務時間としてカウントするのか。 

14.3.28 事務連絡 運営

基準等に係る Q&A  

常勤換算方法とは、非常勤の従業者について「事業所の従業者の勤務延時間数を

当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、常勤の

従業者の員数に換算する方法」（居宅サービス運営基準第 2条第 8号等）であり、

また、「勤務延時間数」とは、「勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事す

る時間（又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間（待機の時

間を含む））として明確に位置づけられている時間の合計数」である（居宅サービ

ス運営基準解釈通知第 2－2－（2）等）。 

 以上から、非常勤の従業者の休暇や出張（以下「休暇等」）の時間は、サービス

提供に従事する時間とはいえないので、常勤換算する場合の勤務延時間数には含め

ない。 

 なお、常勤の従業者(事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第 2－2－

(3）における勤務体制を定められている者をいう。）の休暇等の期間についてはそ

の期間が暦月で 1月を超えるものでない限り、常勤の従業者として勤務したものと

して取り扱うものとする 

＜常勤要件について＞ 

育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者がいる場合、常勤換算方法に

よる人員要件についてはどのように計算すれば良いか。 

27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報 vol.454  

「平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A（平成 27

年 4月 1日）」  

常勤換算方法については、従前どおり「当該事業所の従業者の勤務延時間数を当

該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数（32時間を下回る場合は 32時

間を基本とする。）で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者

の員数に換算する方法」であり、その計算に当たっては、育児・介護休業法の所定

労働時間の短縮措置の対象者の有無は問題にはならない。 

      当該事業所の従業者全員分の１週間の勤務延時間数      

当該事業所の従業者において定められている常勤者の１週間の勤務延時間数 
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２）居宅介護支援費の取扱い 

 ◇月の途中で、利用者が死亡し、又は施設に入所した場合（老企第 36号第 3の 1） 

   死亡、入所等の時点で居宅介護支援を行っており、かつ、当該月分の指定居宅介護支援等の

事業の人員及び運営に関する基準（平成 11年厚生省令第 38号。以下「指定居宅介護支援等

基準」という）第 14 条第 1項に規定する文書（給付管理票）を市町村（審査支払を国保連

合会に委託している場合は、国保連合会）に届け出ている事業者について、居宅介護支援費

を算定する。 

 

 ◇月の途中で、事業者の変更がある場合（第 3の 2）  

利用者に対して月末時点で居宅介護支援を行い給付管理票を国保連合会に提出する事業者に

ついて居宅介護支援費を算定する趣旨であるため、月の途中で事業者の変更があった場合に

は、変更後の事業者についてのみ居宅介護支援費を算定するものとする。ただし、月の途中

で他の市町村に転出する場合は除く。 

 

 ◇月の途中で、要介護度に変更があった場合（第 3の 3） 

   要介護 1又は要介護 2と、要介護 3から要介護 5までに変更となった場合の取り扱いは、月

末における要介護度区分に応じた報酬を請求するものとする。 

 

 ◇月の途中で他の市町村に転出する場合（第 3の 4） 

   利用者が月の途中で他の市町村に転出する場合には、転出の前後のそれぞれの支給限度額

は、それぞれの市町村で別々に管理することになることから、転入日の前日までの給付管理

票と転入日以降の給付管理票も別々に作成すること。この場合、それぞれの給付管理票を同

一の居宅介護支援事業者が作成した場合であっても、それぞれについて居宅介護支援費が算

定されるものとする。 

 

 ◇サービス利用票を作成した月において利用実績のない場合（第 3 の 5） 

   サービス利用票の作成が行われなかった月及びサービス利用票を作成した月においても利用

実績のない月については、給付管理票を作成できないため、居宅介護支援費は請求できな

い。ただし、病院若しくは診療所又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設

（以下「病院等」という。）から退院又は退所する者等であって、医師が一般に認められて

いる医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者については、当該利用者に対

してモニタリング等の必要なケアマネジメントを行い、給付管理表の作成など、請求にあた

って必要な書類の整備を行っている場合は請求することができる。なお、その際は居宅介護

支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等において記録を残しつ

つ、居宅介護支援事業所において、それらの書類等を管理しておくこと。 
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３）加算・減算要件 

  居宅介護支援費の割り当て 

１月当たりの取扱件数の数により下記の報酬を算定する。 

取扱件数＝（居宅介護支援の利用者数＋（介護予防支援の利用者数÷2）） 

                ÷介護支援専門員の人数（常勤換算方法による） 

居宅介護支援費（Ⅰ） 

（ⅰ）の介護報酬 １件目～３９件目までの利用者 

（ⅱ）の介護報酬 ４０件目～５９件目までの利用者 

（ⅲ）の介護報酬 ６０件目以上の利用者 

居宅介護支援費（Ⅱ） 

（ⅰ）の介護報酬 １件目～４４件目までの利用者 

（ⅱ）の介護報酬 ４５件目～５９件目までの利用者 

（ⅲ）の介護報酬 ６０件目以上の利用者 

 

  ※契約日が古い利用者から割り当てること 

  ※（ⅰ）の介護報酬の算定について、介護支援専門員が常勤換算方法で１を超える数い

る場合は、４０に常勤換算人数を乗じた数から１を減じた数までとなる。 

  ※居宅介護支援費（Ⅱ）の算定について、一定の情報通信機器（AIを含む）の活用ま

たは事務職員を配置していること。 

 

   

 

 

 

例）要介護３・４・５の場合

居宅介護支援費（Ⅰ）

（1,398単位）

（686単位）
（411単位）

４０件 ６０件
（介護支援専門員１人当たり取扱件数）

居宅介護支援費（Ⅱ） ※一定の情報通信機器（AIを含む）の活用または事務職員を配置

（1398単位） ⇒ 

（677単位）
（406単位）

４０件　４５件 ６０件
（介護支援専門員１人当たり取扱件数）

居宅介護支援費（ⅰ）

居宅介護支援費（ⅱ）
居宅介護支援費（ⅲ）

居宅介護支援費（ⅰ）

居宅介護支援費（ⅱ）
居宅介護支援費（ⅲ）
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運営基準減算 

  指定基準第４条第２項、第 13条第 7号、第 9号から第 11号まで、第 14号及び第 15

号（これらの規定を同条第 16号において準用する場合を含む）に定める規定に適合して

いない場合に減算となる。 

 減算時期については下記のとおりとなる。 

（１） 指定居宅介護支援の提供開始に際し、あらかじめ利用者に対して、 

・利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができるこ

と 

・利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の

説明を求めることができること 

・前６月間に作成した居宅サービス計画における、訪問介護、通所介護、福祉用具

貸与及び地域密着型通所介護の各サービスの利用割合、 

・前６月間に作成された居宅サービス計画における、訪問介護、通所介護、福祉用

具貸与及び地域密着型通所介護ごとの、同一事業者によって提供されたものの割合 

 

について文書を交付して説明を行い、その説明の理解を本人の署名により得ていな

い場合には、契約月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

（２） 居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては、次の場合に減算される。 

①当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に 

面接していない場合には、当該居宅サービス計画に係る月（以下、当該月）から

当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

       ②当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等を行っていない場

合には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。（やむ

を得ない事情がある場合を除く） 

       ③当該事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の内容について利用者

又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、居宅サービ

ス計画を利用者及び担当者に交付していない場合には、当該月から当該状態が解

消されるに至った月の前月まで減算する。 

    （３）次に掲げる場合においては、当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議等

を行っていないときは、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減

算する。 

      ①居宅サービス計画を新規に作成した場合 

      ②要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合 

      ③要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の受けた場合 

    （４）居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（モニタリング）に

当たっては、次の場合に減算される。 

      ①当該事業所の介護支援専門員が、1 月に利用者の居宅を訪問し、利用者に面接してい

ない場合には、特段の事情がない限り、その月から当該状態が解消されるに至った
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月の前月まで減算する。 

      ②当該事業所の介護支援専門員が、モニタリングの結果を記録していない状態が 1 月

以上継続する場合には、特段の事情がない限り、その月から当該状態が解消される

に至った月の前月まで減算する。 

 

 

特定事業所集中減算    

（１）判定期間と減算適用期間 

 居宅介護支援事業所は、毎年度 2回、次の判定期間における当該事業所において作

成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、次に掲げる

ところに従い、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについ

て減算を適用する。 

  ①判定期間が前期（3月 1日から 8月末日）の場合は、減算適用期間を 10月 1日から 3

月 31日までとする。 

  ②判定期間が後期（9月 1日から 2月末日）の場合は、減算適用期間を 4月 1日から 9

月 30日までとする。 

  

（２）判定方法 

 事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のう

ち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護（訪問介護サービ

ス等）が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、それぞれについ

て、最もその紹介件数の多い法人（紹介率最高法人）を位置付けた居宅サービス計

画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれかについて 80％を超え

た場合に減算する。 

  （具体的な計算式） 

   事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかのサ

ービスの値が 80％を超えた場合に減算 

   当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置付け

た計画数 

 

 

（３）算定手続 

  判定期間が前期の場合は 9月 15日まで、後期の場合は 3月 15日までに、全ての居

宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、当該書類を町長に

提出しなければならない。なお、当該書類は、各事業所において 5年間保存しなけ

ればならない。 

   ①判定期間における居宅サービス計画の総数 

   ②訪問介護サービス等のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数 
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   ③訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計

画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名 

   ④（2）の算定方法で計算した割合 

   ⑤（2）の算定方法で計算した割合が 80％を超えている場合であって正当な理由があ

る場合においては、正当な理由 

 

 

 

 

 

 

（４）正当な理由の範囲 

  （３）で判定した割合が 80％を超える場合には、80％を超えるに至ったことについて

正当な理由がある場合においては、当該理由を町長に提出すること。なお、町長が

当該理由を不適当と判断した場合は特定事業所集中減算を適用するものとして取り

扱う。正当な理由として考えられる理由を例示すれば次のようなものであるが、実

際の判断に当たっては、町において判断する。 

  ①居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等がサービスごとで

見た場合に 5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合 

  ②特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合 

  ③判定期間の 1 月当たりの平均居宅サービス計画件数が 20件以下であるなど事業所が

小規模である場合 

  ④判定期間の 1 月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けら

れた計画件数が 1月当たり平均 10以下であるなど、サービスの利用が少数である場

合 

  ⑤サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者

に集中していると認められる（ｱ）又は（ｲ）の場合 

 

（ｱ） 紹介した事業所が２年以内に社会福祉法第７８条の規定に基づく福祉サービス第

三者評価を受け、その結果を独立行政法人福祉医療機構 WAM-NET に公表しており、

その評価項目のうちａ評価が５０％以上で、ｃ評価がない事業所 

      

     （ｲ） 利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を

受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出

し、支援内容についての意見・助言を受けているもの。 

 

     ⑥その他正当な理由と認められる場合 

     （ｱ） 事業所の体制が充実していると考えられるａ又はｂのいずれかの場合 

     ａ 訪問介護事業所において、特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）のいずれかを算定して

いる事業所 

 

日出町では全事業所に提出を依頼しているので、留意すること。 
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     ｂ 通所介護事業所又は地域密着型通所介護事業所において、生活機能向上加算、個別

機能訓練加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）、栄養改善加算、口腔機能向上加算の全てを算定するこ

とができる旨の届出をしている事業所 

           

 

 

   ※①～⑥に係る留意事項 

    ａ ⑤（ｱ）については、届出の時点で第三者評価の結果を公表しており、要件を満たして

いればよい。 

    ｂ ⑤（ｱ）及び⑥（ｱ）については、紹介率最高法人に同種の訪問介護サービス等事業所数

が複数あり、全ての事業所が要件を満たしていない場合については、要件を満たしてい

る事業所を利用している利用者の居宅サービス計画数を除いて再計算し、その結果、対

象となるサービスが位置付けられた居宅サービス計画の数が１月当たり１０件以下で

あるか、又は紹介率最高法人に８０％を超えて集中していない場合については、減算の

対象としないこととする。 

 

    ｃ ⑤の（ｲ）については、該当する居宅サービス計画数を除いて再計算し、その結果、紹

介率最高法人に１月あたり１０件以下であるか、又は紹介率最高法人に８０％を超えて

集中していない場合は減算対象としないこととする。 

 

 

    ｄ ⑥（ｱ）においては、判定期間の当初（前期：３月１日、後期：９月１日）において要

件を満たしている必要がある。 

 

    ｅ ⑥（ｱ）においては、実態として加算の要件を満たしていても、加算の届出を提出して

いない事業所は対象としないものとする。 
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 初回加算 

   以下の場合に算定される。 

  ①新規に居宅サービス計画を作成する場合 

  ②要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合 

  ③要介護状態区分が 2 区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合 

 

居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る計算例（訪問介護についての計算例） （別紙１）

　　枚中　　枚目

A
法
人

B
法
人

C
法
人

D
法
人

E
法
人

A
法
人

B
法
人

C
法
人

D
法
人

E
法
人

A
法
人

B
法
人

C
法
人

D
法
人

E
法
人

A
法
人

B
法
人

C
法
人

D
法
人

E
法
人

A
法
人

B
法
人

C
法
人

D
法
人

E
法
人

A
法
人

B
法
人

C
法
人

D
法
人

E
法
人

番号

1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

27 1 1 1 1 1 1 1 1

28 1 1 1 1 1 1 1 1

29 1 1 1 1 1 1

30 1 1 1 1 1 1

31 1 1 1 1 1 1

32 1 1 1 1

33 1 1 1 1

34 1 1

35 1 1

18 2 2 3 2 18 2 2 3 2 18 2 2 3 3 19 3 3 3 3 19 3 3 3 3 20 4 3 3 3 26 26 27 30 30 32

112 それぞれの法人ごとに合計数を出し、 合計 （B）

16 最も件数の多い法人が「紹介率最高法人」となる。（A）
15
18 判定　　112÷171×１００＝ ％
16  (A)　　(B) この値が９０％を超えていれば減算対象となる

○○○○居宅介護支援事業所

計

171

居宅介護支援事業所名

訪問介護を位置付けた
居宅サービス計画数

（分母）どの法人に訪問介護を位置付けたか（分子）

５
月

（
　
月

）

６
月

（
　
月

）

７
月

（
１
月

）

８
月

（
２
月

）

利用者X

利用者Y

利用者Z

利用者a

利用者i

利用者b

利用者c

利用者d

利用者e

利用者f

利用者g

利用者h

利用者N

利用者O

利用者V

利用者W

利用者P

利用者Q

利用者R

利用者S

利用者T

利用者U

利用者J

利用者K

利用者L

利用者M

利用者F

利用者G

利用者H

利用者I

給付管理を行った
利用者名

利用者A

利用者D

利用者E

４
月

（
　
月

）

８月（２月）

区分

 
サ
ー

ビ
ス
事
業
所

 
開
設
法
人
名

７月（１月）５月（１１月） ６月（１２月）４月（１０月）３月（９月）

３
月

（
９
月

）

65.5

サービス種類（　訪問介護　　）

の
計

各
法
人
ご
と

A法人
B法人
C法人
D法人
E法人

利用者C

利用者B

１人の利用者が複数の法人のサービスを受ける場
合でも、居宅サービス計画数は「１」となる。

要介護者のみ（要支援者は含まない）

同一法人の複数の事業所を利用する場合
でも、その法人を位置付けた居宅サービス
計画の数は「１」となる。

利用者１人につき、居宅サービス計
画の数は、毎月「１」となる。

１０ １１ １２
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 特定事業所加算 

 （１）趣旨 

   特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高い人材

の確保、医療・介護連携への積極的な取組等を総合的に実施することにより質の高いケアマネ

ジメントを実施している事業所を評価し、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメン

トの質の向上に資することを目的とするものである。 

 （２）基本的取扱方針 

   特定事業所加算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）又は（A）の対象となる事業所については 

  ・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所であること 

  ・常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、どのような支援困難ケ

ースでも適切に処理できる体制が整備されている、いわばモデル的な居宅介護支援事業所で

あること 

  が必要となる。 

 本制度については、こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ、趣旨に合致した適切な運用

を図るよう留意すること。 

（３）厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針 

  

 ●特定事業所加算（Ⅰ） 

  １．専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を２名以上配置してい 

ること 

→常勤かつ専従の主任介護支援専門員は指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合

は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えない。 

 

 

 ２．専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を３名以上配置しているこ        

と 

   →常勤かつ専従の介護支援専門員３名とは別に、主任介護支援専門員２名を置く必要がある

こと。したがって、加算を算定する事業所は、少なくとも主任介護支援専門員２名及び介

護支援専門員３名の計５名を常勤かつ専従で配置する必要があること。 

 

 

 ３．利用者に関する情報又はサービス提供にあたっての留意事項に係る伝達等を目的とした会

議を定期的に開催すること。 

   →上記について次の要件を満たすこと 

   ア 議題については、少なくとも次のような議事を含めること。 

     ①現に抱える処遇困難ケースについての問題点及びその改善方策 

     ②過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策 

     ③地域における事業者や活用できる社会資源の状況    
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     ④保健医療及び福祉に関する諸制度 

     ⑤ケアマネジメントに関する技術 

     ⑥利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針 

     ⑦その他必要な事項 

   イ 議事については、記録を作成し、５年間保存しなければならない 

   ウ 「定期的」とは、おおむね週１回以上であること 

     また、会議は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション

が可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。なお、個

人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱

いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドラ

イン」等に対応していること。 

 

 

  ４．24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保して

いること 

   →24時間連絡可能な体制とは、常時、担当者が携帯電話等により連絡を取ることができ、必

要に応じて相談に応じることが可能な体制をとる必要があることを言うものであり、事業所

の介護支援専門員が輪番制による対応等も可能であること。 

   なお、特定事業所加算（A）を算定する事業所については、携帯電話等による転送が可能な

対応等も可能であるが、連携先事業所の利用者に関する情報を共有することから、基準第２

３条の規定の遵守とともに、利用者に対し、当該加算算定事業所である旨及びその内容が理

解できるよう説明を行い、同意を得ること。 

 

 

  ５．算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護区分が要介護 3、要介護 4、要介護 5で

あるものの占める割合が 40％以上であること。 

   →40％以上であることは毎月その割合を記録しておくこと。 

   特定事業所加算を算定する事業所については、積極的に支援困難ケースに取り組むべきこと

とされているものであり、こうした割合を満たすのみであなく、それ以外のケースについて

も、常に積極的に支援困難ケースを受け入れるべきものであること。 

   また、（7）の要件の地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合に該当す

るケースについては 40％の割合の対象外として取り扱うことが可能。 
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  ６．指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施しているこ

と。 

  →「計画的に研修を実施している」については、当該事業所における介護支援専門員の資質向

上のための研修体系と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、介護支援

専門員について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等について、毎年度

少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めなければならない。また、管理者は

研修目標の達成状況について、適宜確認し、必要に応じて改善を講じなければならない。

なお、年度の途中で加算取得の届出をする場合にあっては、当該届出を行うまでに当該計

画を策定すればよいこと。 

    なお、特定事業所加算（A）を算定する事業所については、連携先事業所との共同開催に

よる研修実施も可能である。 

 

７．地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、支援が困難な

事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること。 

   →特定事業所加算算定事業所については、自ら積極的に支援困難ケースを受け入れるもので

なければならず、そのため、常に地域包括支援センターとの連携を図らなければならない。 

 

  ８．地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること 

 

  ９．居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。 

   →単に減算の適用になっていないのみならず、特定事業所加算の趣旨を踏まえた、中立公正

を確保し、実質的にサービス提供事業者からの独立性を確保した事業所である必要があるこ

と。 

 

  10．指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門

員１人当たり４０名未満であること。 

  →原則として、事業所単位で平均して介護支援専門員１名当たり４０名未満（居宅介護支援費

（Ⅱ）を算定している場合は４５名未満）であれば差し支えないが、不当に特定の者に偏る

など、適切なケアマネジメントに支障がでることのないよう配慮しなければならない。 

 

  11．介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎研修に関する実習」等に

協力又は協力体制を確保していること。 

   →協力及び協力体制とは、現に研修における実習棟の受入れが行われていることに限らず、

受入れが可能な体制が整っていることをいう。そのため、指定居宅介護支援事業所は、研

修の実施主体との間で実習棟の受入れを行うことに同意していることを、書面等によって

提示できるようにすること。 

    なお、特定事業所加算（A）を算定する事業所については、連携先事業所との協力による

研修回答の実施も可能である。 
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  12．他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施してい

ること 

   →質の高いケアマネジメントを実施する事業所として、地域における居宅介護支援事業所の

ケアマネジメントの質の向上を牽引する立場にあることから、同一法人内に留まらず、他の

法人が運営する事業所の職員も参画した事例検討会等の取り組みを自ら率先して実施してい

かなければならない。なお、事例検討会等の内容、実施時期、協働で実施する他事業所等に

ついて、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めなければならない。な

お、年度途中で加算取得の届出をする場合にあっては、届出を行うまでに計画を策定するこ

と。 

   なお、特定事業所加算（A）を算定する事業所については、連携先事業所との協力による研

修回答の実施も可能である。 

 

  13．必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス（インフォーマルサービス含

む）が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること 

   →多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスとは、介護給付等

対象サービス（介護保険法第 24条第 2項に規定する介護給付等対象サービスをいう。）以外

の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス

等のことをいう。 

 

●特定事業所加算（Ⅱ） 

 次の基準にいずれにも適合すること。 

  １．上記、２．３．４．及び６．から 13．までの基準に適合すること 

  ２．専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること  

   →常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、指定居宅介護支援事業所の業務に支障が

ない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えない。 

   また、常勤かつ専従の介護支援専門員３名とは別に、主任介護支援専門員を置く必要があ

る。 

   したがって、少なくとも、主任介護支援専門員及び介護支援専門員３名の合計４名を常勤か

つ専従で配置する必要がある。 

 

●特定事業所加算（Ⅲ） 

 次の基準にいずれにも適合すること 

  １．上記 ３．４．及び６．から 13．までの基準に適合すること 

  ２．特定事業所加算（Ⅱ）の２．に適合すること 

  ３．専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を２名以上配置していること 

   →常勤かつ専従の主任介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合

は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。  

 また、常勤かつ専従の介護支援専門員については、指定居宅介護支援事業所の業務に支障が



44 

 

ない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えない。 

  また、常勤かつ専従の介護支援専門員２名とは別に、主任介護支援専門員を置く必要がある

ため、少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専門員２名の計３名を常勤かつ専従で配

置する必要がある。 

 

●特定事業所加算（A） ＊新規 

  

  →常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障

がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務捨ても差し支えないものとする。 

また、常勤かつ専従の介護支援専門員１名並びに常勤換算方法で１の介護支援専門員とは別

に、主任介護支援専門員を置く必要があること。 

したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員及び介

護支援専門員１名の合計２名を常勤且専従で配置並びに介護支援専門員を常勤換算方法で１

の合計３名を配置する必要があること。 

なお、当該常勤換算方法で１の介護支援専門員に係る他の業務との兼務については、介護保

険施設に置かれた常勤専従の介護支援専門員との兼務を除き、差し支えないものであり、当

該他の業務とは必ずしも指定居宅サービス事業の業務を指すものではない。 

 

 

 

・その他 

 特定事業所加算取得事業所については、介護保険法に基づく情報公表を行うほか、積極的に特

定事業所加算取得事業所である旨を表示するなど利用者に対する情報提供を行うこと。また、利

用者に対し、特定事業所加算取得事業所である旨及びその内容が理解できるよう説明を行うこ

と。 

 

 

（４）手続き 

  本加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録

を作成し、5年間保存するとともに、町長から求めがあった場合には提出しなければならない。 
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特定事業所加算  算定要件等

特定事業所加算（Ⅰ） 特定事業所加算（Ⅱ） 特定事業所加算（Ⅲ） 特定事業所加算（A)

505単位 407単位 309単位 100単位

（１） ２名以上 １名以上 １名以上 １名以上

（２） ３名以上 ３名以上 ２名以上

常勤：１名以上
非常勤：１名以上

（非常勤は他事業所
との兼務可）

（３） 〇 〇 〇 〇

（４） 〇 〇 〇
〇

（連携でも可）

（５） 〇 × × ×

（６） 〇 〇 〇
〇

（連携でも可）

（７） 〇 〇 〇 〇

（８） 〇 〇 〇 〇

（９） 〇 〇 〇 〇

（１０） 〇 〇 〇 〇

（１１） 〇 〇 〇
〇

（連携でも可）

（１２） 〇 〇 〇
〇

（連携でも可）

（１３） 〇 〇 〇 〇

介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基
礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保しているこ
と（平成28年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格発
表の日から適用）

算定要件

専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援
専門員を配置していること

専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門
員を配置していること

利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項
に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること

２４時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相
談に対応する体制を確保していること

算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が
要介護３、要介護４又は要介護５である者の占める割合が100
分の40以上であること

当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対
し、計画的に研修を実施していること

地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場
合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介
護支援を提供していること

地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加して
いること

居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減
算の適用を受けていないこと

指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供
を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支
援専門員１人当たり40名未満（居宅介護支援費（Ⅱ）を算定し
ている場合は45名未満）であること

他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例
検討会、研修会等を実施していること

必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス
（インフォーマルサービスを含む）が包括的に提供されるような
居宅サービス計画を作成していること

※基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、５年間保存すること。
　
　町長からの求めがあった場合には提出をしなければならない。（実地指導等で確認します）
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  特定事業所医療介護連携加算 ＊新規（特定事業所加算（Ⅳ）の名称変更） 

 （１）基本的取扱い方針 

     当該加算の対象となる事業所においては、日頃から医療機関等との連携に関する取り組

みをより積極的に行う事業所であることが必要となる。 

 （２）具体的運用方針 

   ①退院・退所加算の算定実績について 

    →退院・退所加算の算定実績に係る要件について、退院・退所加算の算定回数ではなく、

その算定に係る病院等との連携回数が、特定事業所医療介護連携加算を算定する年度の

前々年度の 3月から前年度の 2月までの間で 35回以上の場合に要件を満たすこととな

る。 

   ②ターミナルケアマネジメント加算の算定実績について 

    →ターミナルケアマネジメント加算の算定実績に係る要件については、特定事業所医療介

護連携加算を算定する年度の前々年度の 3月から前年度の 2月までの間において、算定

回数が 5回以上の場合に要件を満たすこととなる。 

   ③特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）を算定実績について 

    →特定事業所医療介護連携加算は、質の高いケアマネジメントを提供する体制のある事業

所が医療・介護連携に総合的に取り組んでいる場合に評価を行うものであるから、他の

要件を満たす場合であっても、特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）又は（Ⅲ）のいずれかを算

定していない月は、特定事業所医療介護連携加算の算定はできない。 

 

 

  入院時情報連携加算 

    利用者が病院等に入院するにあたって、当該病院等の職員に対して、利用者の心身の状況

や生活環境等の利用者に係る必要な情報を提供した場合は、利用者 1 人につき 1月に 1回を

限度として所定単位数を加算する。 

  →「必要な情報」とは、具体的には、利用者の入院日、心身の状況、生活環境及びサービスの

利用状況を言う。加算については、1月に 1回を限度として算定する。 

  また、情報提供を行った日時、場所、内容、提供手段等について居宅サービス計画等に記録

すること。なお、情報提供の方法としては、居宅サービス計画等の活用が考えられる。 

 （１）入院時情報連携加算（Ⅰ） 

   利用者が入院してから 3日以内に、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合に所

定単位数を算定する。 

 （２）入院時情報連携加算（Ⅱ） 

  利用者が入院してから 4日から 7日以内に、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した

場合に算定する。 
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退院・退所加算 

病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険

施設に入所していた者が退院又は退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型介

護老人福祉施設を利用する場合において、利用者の退院又は退所に当たって、病院等の職員と

面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居

宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合には、入院又は入所期

間中につき 3 回を限度として所定単位数を加算する。ただし、初回加算を算定する場合は、算

定しない。 

 

 →病院や診療所への入院又は地域密着型介護老人福祉施設や介護保険施設（病院等）への入所

していたものが、退院又は退所し、居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利

用する場合、利用者の退院又は退所に当たって当該病院等の職員と面談を行い、利用者に関

する必要な情報を得た上で居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービ

スの利用に関する調整を行った場合に、当該利用者の居宅サービス又は地域密着型サービス

の利用開始月に所定する単位数を加算する。 

 ただし、初回加算を算定する場合は、算定しない。 

 

 

（算定区分） 

  以下の算定区分により、入院又は入所期間中 1 回（医師等からの要請により退院に向けた調

整を行うための面談に参加し、必要な情報を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービ

ス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合を含む。）のみ算定することができ

る。 

   また、面談では、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可

能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はそ

の家族（以下「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用につ

いて当該利用者等の同意を得なければならない。なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療

情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応していること。 

 

 ①退院・退所加算（Ⅰ）イ…病院等の職員からの情報収集を 1 回行っている場合に算定可能 

  退院・退所加算（Ⅰ）ロ…病院等の職員からの情報収集を 1 回行っている場合であり、 

              その方法がカンファレンスである場合に限る 

 ②退院・退所加算（Ⅱ）イ…病院等の職員からの情報収集を 2 回以上行っている場合に算定可能 

  退院・退所加算（Ⅱ）ロ…病院等の職員からの情報収集を 2 回以上行っている場合であり、 

              そのうち 1 回以上がカンファレンスによる場合に算定可能 

 ③退院・退所加算（Ⅲ） …病院等の職員からの情報収集を 3 回以上行っている場合であり、 

              そのうち 1 回以上がカンファレンスによる場合に算定可能 
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 カンファレンス参加 無 カンファレンス参加 有 

連携 1回 450単位 

（退院・退所加算（Ⅰ）イ） 

600単位 

（退院・退所加算（Ⅰ）

ロ） 

連携 2回 600単位 

（退院・退所加算（Ⅱ）イ） 

750単位 

（退院・退所加算（Ⅱ）

ロ） 

連携 3回  900単位 

（退院・退所加算（Ⅲ）） 

 

 （留意事項） 

 カンファレンスは以下のとおり 

 ・病院又は診療所 

  診療報酬の算定方法別表第１医科診療報酬点数表の退院時共同指導料２の注３の要件を満たし、

退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居

宅サービスを提供する作業療法士等が参加するもの。 

 

 ・地域密着型介護老人福祉施設 

  指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第 134 条第 6 項及び第 7 項

に基づき、入所者への援助及び居宅介護支援事業者への情報提供等を行うにあたり実施された

場合の会議。ただし、地域密着型介護老人福祉施設におくべき従業者及びその家族が参加する

ものに限る。また、退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用

具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加するもの。 

 

 ・介護老人福祉施設 

  指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第 7 条第 6 項及び第 7 項に基づき、

入所者への援助及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の

会議。ただし、介護老人福祉施設におくべき従業者及び入所者又はその家族が参加するものに

限る。また、退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門

相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加するもの。 

 

 ・介護老人保健施設 

  介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第 8 条第 6 項に基づき、入所

者への指導及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。

ただし、介護老人保健施設におくべき従業者及び入所者またはその家族が参加するものに限る。

また、退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員

や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加するもの。 
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 ・介護医療院 

  介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第 12 条第 6 項に基づき、入所者への

指導及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただ

し、介護医療院におくべき従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る。また、退院後

に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サー

ビスを提供する作業療法士等が参加するもの。 

 

 ・介護療養型医療施設（令和 5 年度末までに限る） 

  健康保険法等の一部を改正する法律附則第 130 条の 2 第 1 項の規定によりなおその効力を有す

るものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準第 9 条第 5 項に基

づき、患者に対する指導及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施され

た場合の会議。ただし、介護療養型医療施設におくべき従業者及び患者又はその家族が参加す

るものに限る。また、退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉

用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加するもの。 

 

 

小規模多機能型居宅介護事業所連携加算  ＊廃止 

 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算  ＊廃止 

 

 

通院時情報連携加算 （新設） 

利用者が病院又は診療所において医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師等

に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報の提供を行うとと

もに、医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録

した場合は、利用者１人につき１月に１回を上限として所定単位数を加算する。 

→利用者が病院又は診療所において医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師等に

対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報の提供を行うととも

に、医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録し

た場合は、利用者１人につき１月に１回を限度として所定単位数を加算する。なお、同席にあたっ

ては、利用者の同意を得た上で、医師等と連携を行うこと。 
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 緊急時等居宅カンファレンス加算 

 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅

を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて、利用者に必要な居宅サービス又は地域密着型

サービスの利用に関する調整を行った場合は、利用者 1 人につき 1 月に 2 回を限度として所定

単位数を加算する。 

 →加算を算定する場合は、カンファレンスの実施日、カンファレンスに参加した医療関係職種等

の氏名及びそのカンファレンスの要点を居宅サービス計画等に記載すること 

  カンファレンスは、利用者の病状が急変した場合や、医療機関における診療方針の大幅な変更

等の必要が生じた場合に実施されるものであることから、利用者の状態像等が大きく変化して

いることが十分想定されるため、必要に応じて、速やかに居宅サービス計画を変更し、居宅サー

ビス及び地域密着型サービスの調整を行うなど適切に対応すること。 

 

 ターミナルケアマネジメント加算  

  末期の悪性腫瘍の利用者が在宅で死亡した場合、指定居宅介護支援事業所が、その死亡日及

び死亡日前 14 日以内に 2 日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を

訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた

居宅サービス事業者に提供した場合は、1 月につき所定単位数を加算する。 

 

  →ターミナルケアマネジメントを受けることに同意した利用者について、24 時間連絡できる体

制を確保しており、かつ、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備し

ていること。 

・ターミナルケアマネジメント加算については、在宅で死亡した利用者の死亡月に加算するこ

ととするが、利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月と、利用者の死亡月が異なる場合に

は、死亡月に算定する。 

・ターミナルケアマネジメント加算は、1 人の利用者に対し、1 か所の指定居宅介護支援事業所

に限り算定できる。算定要件を満たす事業所が複数ある場合は、当該利用者が死亡日又はそれ

にもっとも近い日に利用した指定居宅サービスを位置づけた居宅サービス計画を作成した事

業所が、ターミナルケアマネジメント加算を算定することとする。 

・ターミナルケアマネジメントを受けることについて利用者が同意した時点以降は、以下の事

項を支援経過として居宅サービス計画等に記録しなければならない。 

 ①終末期の利用者の心身又は家族の状況の変化や環境の変化及びこれらに対して居宅介護

支援事業者が行った支援についての記録 

 ②利用者への支援にあたり、主治の医師又は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サー

ビス事業者と行った連絡調整に関する記録 

・ターミナルケアマネジメントを受けている利用者が、死亡診断を目的として医療機関へ搬送

され、24 時間以内に死亡が確認される場合等については、ターミナルケアマネジメント加算

を算定することができるものとする。 
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４）留意事項 

 □住宅改修支援事業 

  居宅介護支援の契約していない要介護・要支援認定者に対して住宅改修の理由書を作成した場

合は、指定居宅介護支援事業所の申請により手数料を支給しています。 

  ◇手数料 １件あたり ２,０００円 

  ◇申請要件 

   理由書作成日から２ヶ月間、当該居宅介護支援事業所による居宅介護支援の実施がないこ

と。 

    ※作成日の２ヵ月後の日が属する月の月末までとする。 

   理由書作成日以前の半年間、当該居宅介護支援事業所による居宅介護支援の実施がないこ

と。  

  ◇提出書類 

   ①介護保険住宅改修理由書手数料請求書 

②住宅改修費支給申請者名簿 
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 □福祉用具例外給付 

 

①    

 

要支援１・要支援２・要介護１（自動排泄装置については要介護２及び要介護３の方も含む）の認

定を受けた方は、下表ア～カの福祉用具を原則として貸与できません。 

ただし直近の認定調査内容を確認し、調査結果が「告示で定める状態」に該当する場合は貸与可

能となります。 

対象外種目 告示で定める状態 要介護認定結果等確認内容 

ア 車いす及び 

車いす付属品 

次のいずれかに該当する

者 

 

(一)日常的に歩行が困難

な者 

 

基本調査１－７ 歩行「３．できない」 

 

(二)日常生活範囲におけ

る移動の支援が特に

必要と認められる者 

日常生活範囲における移動の支援が特に

必要と認められる者 

（町への確認不要） 

 

※１ 認定調査結果がないため、主治医の

意見を踏まえつつ、サービス担当者会議等

を通じた適切なケアマネジメントにより、

指定介護予防支援事業者又は指定居宅介

護支援事業者が判断します。 

イ 特殊寝台及び 

特殊寝台付属品 

次のいずれかに該当する

者 

 

(一)日常的に起き上がり

が困難な者 

基本調査１－４ 起き上がり「３．できな

い」 

 

(二)日常的に寝返りが困

難な者 

基本調査１－３ 寝返り「３．できない」 

ウ 床ずれ防止用

具及び体位変

換器 

日常的に寝返りが困難な

者 

基本調査１－３ 寝返り「３．できない」 

エ 認知症老人徘

徊感知器 

 

次のいずれにも該当する

者 

 

(一)意思の伝達、介護者へ

の反応、記憶・理解の

いずれかに支障があ

る者 

 

 

 

 

基本調査３－１ 意思の伝達 

「１．調査対象者が意思を他者に伝達で

きる」以外 

又は 

基本調査３－２～７ 認知機能のいずれ

か「２．できない」 

又は３－８～９「３．ある」 

又は基本調査４－１～１５ 精神・行動障

害のいずれか 

「１．ない」以外 

(二)移動において全介助

を必要としない者 

基本調査２－２ 移動「４．全介助」以

外 

 

オ 移動用リフト 次のいずれかに該当する  

要支援１・要支援２・要介護１の認定を受けた方の福祉用具貸与について 
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（つり具の部分を

除く。） 

者 

(一)日常的に立ち上がり

が困難な者 

 

基本調査１－８ 立ち上がり「３．でき

ない」 

 

(二)移乗が一部または全

介助を必要とする者 

 

基本調査２－１ 移乗 

「３．一部介助」又は「４．全介助」 

 

(三)生活環境において段

差の解消が必要と認

められる者 

生活環境において段差の解消が必要と認

められる者 

（町への確認不要） 

 

※１ 認定調査結果がないため、主治医の

意見を踏まえつつ、サービス担当者会議等

を通じた適切なケアマネジメントにより、

指定介護予防支援事業者又は指定居宅介

護支援事業者が判断します。 

カ 自動排泄装置 次のいずれにも該当する

者 

 

(一)排便において全介助

を必要とする者 

 

基本調査２－６ 排便「４．全介助」 

(二)移乗において全介助

を必要とする者 

基本調査２－１ 移乗「４．全介助」 

 

② 

 

前頁の表アの（ニ）、オの（三）に基づいて福祉用具貸与をする場合は、次のとおり取り扱い願いま

す。 

 

(1) 前頁の表ア（二）、オ（三）の状態像は下記のとおりとする。（※日出町における取扱い） 

ア 車いす及び車

いす付属品 

（二）日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 

 

→歩行補助用具（歩行補助つえ・歩行器等）を使用しても下記のことがで

きない者については、支給対象として検討する。ただし、（２）（３）につ

いては、独居または家族が障害、疾病により行うことができないこと及び

車いす等を利用することにより、訪問介護の利用が不要となる場合に限

る。 

（１） 隣家まで行くことができない。 

（２） 病院まで行くことができない。（介助用車いすについては、家

族等による通院の乗降前後、院内の移動が困難な場合も含

む。） 

（３） 買い物、金融機関等に行くことができない。 

 

オ 移動用リフト 

(つり具の部分を

除く。) 

（三）生活環境において段差の解消が特に必要と認められる者 

 

→住宅の構造上介護保険住宅改修ができない。若しくは、介護保険住宅改

修によってもなお改善できない場合は支給対象として検討する。 

 

 

 

表アの（ニ）及びオの（三）に基づく福祉用具貸与について 
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(2)主治医から得た医師の所見を踏まえて、福祉用具専門相談員のほか利用者の状態像について適切

な助言が可能な方が参加するサービス担当者会議等を開催し、「適切なケアマネジメント」により、

居宅介護支援事業所（介護予防支援事業所）が貸与の可否を判断します。（日出町への確認は不要

です。） 

 会議内容については「第４表 サービス担当者会議の要点」に具体的に記載します。 

 

(3) ケアプラン等に(2)の内容を記載します。 

 ◎要介護１の方（自動排泄装置については要介護２及び要介護３の方を含む）は、 

   「第１表 居宅サービス計画書(1)」 

「第２表 居宅サービス計画書(2)」 

「第３表 週間サービス計画表」     のいずれかへ記載します。 

「第７表 サービス利用表」 

「第８表 サービス利用表別表」 

 ◎要支援１・２の方は「介護予防サービス・支援計画書」へ記載します。 

 

 

③ 

 

 ①または②に該当しない方でも、疾病等の症状により福祉用具が特に必要となる方については、

例外給付が認められる場合があります。その際、保険者（日出町）の承認が必要となりますので、次

のとおり取り扱い願います。 

 

(1)当該被保険者の状態が「福祉用具貸与の例外給付の対象となる状態像（ⅰ、ⅱ、ⅲ）」に該当する

かどうか医師に照会する。 医師の医学的な所見に基づいて、次のⅰ）～ⅲ）の状態像に該当する

方か判断します。 

【医師の所見の内容】 

   医師の所見については、疾病名や福祉用具の必要性の記載だけでなく、医学的な所見が示さ

れていることが必要です。 

   最低限以下の内容が具体的に記載されていることを確認してください。 

① 疾病名を含む医学的な所見（どのような動作が困難なのか等） 

② その結果、ⅰ）～ⅲ）のどの状態像に該当しているのか 

③ 医師の署名若しくは記名押印が必要となります。 

 

(2) 上記(1)の所見を踏まえてサービス担当者会議等を開催し、「適切なケアマネジメント」により福

祉用具貸与が特に必要であると判断します。 

会議内容については「第４表 サービス担当者会議の要点」に具体的に記載します。 

医学的な所見は、主治医意見書による確認のほか、医師の診断書または担当の介護支援専門員が聴

取した居宅サービス計画に記載する医師の所見により確認する方法でも差し支えありません。 

例外給付の対象となる状態像（例） 

ⅰ） 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に告示

で定める状態となる方（例 パーキンソン病の治療薬によるＯＮ・ＯＦＦ現象） 

ⅱ） 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに告示で定める状態になること

が確実に見込まれる方（例 がん末期の急速な状態悪化） 

ⅲ） 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から告

示で定める状態に該当すると判断できる方（例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による

心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避） 

※括弧内の状態は、あくまでもⅰ）～ⅲ）の状態の方に該当する可能性のあるものを例示したので、

その状態以外でもⅰ）～ⅲ）の状態であると判断される場合もあります。 

福祉祉用具貸与（例外給付）について 
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(3) 上記(1)のほか、ケアプラン等に当該医師の所見及び医師の名前を記載します。 

 ◎要介護１の方は、「第１表 居宅サービス計画書(1)」、「第２表 居宅サービス計画書(2)」、「第３

表 週間サービス計画表」、「第７表 サービス利用表」、「第８表 サービス利用表別表」のいずれ

かへ記載します。 

 ◎要支援１・２の方は「介護予防サービス・支援計画書」へ記載します。 

 

 

(4)軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付確認申請書及び上記(1)(2)(3)を確認できる書類の写し

を介護保険係へ提出します。 

  

 

(5) 例外給付確認の有効期間について 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 始 日 
申請書記載の貸与開始日（貸与開始予定日） 

ただし、遡及は申請日の属する月の初日までとなります。 

終 了 日 要介護認定又は要支援認定の有効期間の終了日 

※要介護認定等申請中のため、認定結果が判定されておらず軽度者かどうか不明な場合※ 

 

認定結果が判定された後に、例外給付の確認申請をした場合、例外給付の有効期間が申請

日の属する月の初日までしか遡及できませんので、ご注意ください。 

認定結果の判定前であっても、例外給付の確認申請を受け付けます。その場合、認定結果

の判定後に軽度者と判断された者については、認定結果の判定前に申請した例外給付確認申

請の日付を申請日とします。 
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福祉用具が必要となる主な事例内容（例） 

事例類型 必要となる福祉用具 事例内容（例） 

Ⅰ 状態の変化 ●特殊寝台 

●床ずれ防止用具・体位変換器 

●移動リフト 

パーキンソン病で、内服加療中に急激な

症状・症状の軽快・増悪を起こす現象（ON・

OFF現象）が頻繁に起き、日によって、告

示で定める福祉用具が必要な状態とな

る。 

●特殊寝台 

●床ずれ防止用具・体位変換器 

●移動リフト 

重度の関節リウマチで、関節のこわばり

が朝方に強くなり、時間帯によって、告示

で定める福祉用具が必要となる。 

Ⅱ 急性増悪 ●特殊寝台 

●床ずれ防止用具・体位変換器 

●移動リフト 

末期がんで、認定調査時は何とか自立し

ていても、急激に状態が悪化し、短期間で

告示で定める福祉用具が必要となる。 

Ⅲ 医師禁忌 ●特殊寝台 重度の喘息発作で、特殊寝台の利用によ

り、一定の角度に上体を起こすことで、呼

吸不全の危険性を回避する必要がある。

特殊寝台の必要性を医師からも指示され

ている。 

●特殊寝台 重度の心疾患で、特殊寝台の利用により、

急激な動きをとらないようにし、心不全

発作の危険性を回避する必要がある。特

殊寝台の必要性を医師からも指示されて

いる。 

●特殊寝台 重度の逆流性食道炎（嚥下障害）で、特殊

寝台の利用により、一定の角度に上体を

起こすことで、誤嚥性肺炎の危険性を回

避する必要がある。特殊寝台の必要性を

医師からも指示されている。 

●床ずれ防止用具・体位変換器 脊髄損傷による下半身麻痺で、床ずれ発

生リスクが高く、床ずれ防止用具の必要

性を医師からも指示されている。 

●移動リフト 人工股関節の術後で、移動用リフトによ

り、立ち座りの際の脱臼の危険性を回避

する必要がある。移動用リフトの必要性

を医師からも指示されている。 

   

 ※事例内容で示した疾病名については、福祉用具貸与の例外給付の対象とすべき状態像に該

当する可能性があるものを例示したにすぎず、例示されていない疾病名であっても、給付の

対象となることがあります。 

   ※また、逆に例示されている疾病名であっても、必ずしも福祉用具貸与の例外給付の対象と

すべき状態像に該当するとは限りません。 
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 □通院等乗降介助における同乗届出 

  １）通院等乗降介助の位置づけについて 

   「通院等のための乗車又は降車の介助（以下「通院等乗降介助」）」の単位を算定するに当たっ

ては、適切なアセスメントを通じて、生活全般の解決すべき課題に対応した様々なサービス

の内容の 1 つとして、総合的な援助の一環としてあらかじめ居宅サービス計画に位置付けら

れている必要があり、居宅サービス計画において、 

ア 通院等に必要であることその他車両への乗降が必要な理由 

イ 利用者の心身の状況から乗降時の介助行為を要すると判断した旨 

ウ 総合的な援助の一環として、解決すべき課題に応じた他の援助と均衡していること 

を明確に記載する必要がある（老企第 36号 第 2の２（６）⑦）とされています。 

 また、「通院等乗降介助」の単位を算定するに当たっては、適切なアセスメントを通じて、居

宅サービス計画に位置付ける必要があると規定されており、こうしたアセスメントが行われ

ていない場合、「通院等乗降介助」は不適切な給付として返還を求め得るものであるとされて

います。 

 

２）通院等乗降介助における家族の同乗について 

   通院等乗降介助の利用は、原則、利用者本人に限られ、当該通院等乗降介助を行う車両に家

族が同乗することはできません。ただし、家族が同乗する必要性がある場合には、事前に日出

町に届出書を提出したうえで、その必要性が認められた場合に限って、家族が同乗すること

が可能となります。 

  なお、この場合、「居宅サービス計画書」に上記ア・イ・ウを明記することはもとより、同乗

する家族が当該利用者の乗車降車の介助が困難な理由・状況についても、必ず記載をして下

さい。 

 

同乗の必要性 

①及び②のどちらにも該当すること。 

①利用者本人だけでは、外出先での対応ができない。 

 例）認知症や聴覚障害等などのため、受診時に医師等の指示を理解できない。 

   問題行動があり、常時の見守りが必要。   など 

②同乗者が乗降に対する介助を行うことができない。 

 例）同乗者が高齢であり、車椅子への介助ができない。 など 

    

３）提出書類  

   ①届出書（様式第１号） 

   ②通院等乗降介助における家族の同乗についてのチェックシート 

  ③居宅サービス計画書(第１～３表) 
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 □短期入所超過利用申請 

短期入所サービスは、要介護者の在宅生活を維持する観点から、連続した利用は 30日まで

と制限されています。また、介護支援専門員は、居宅サービス計画において短期入所サービス

を位置付ける場合に当たっては、利用日数が要介護認定等の有効期間全体のおおむね半数を超

えないようにしなければならないとされています。（運営基準第 13条 20号） 

しかし、短期入所サービスの利用日数に係る「要介護認定の有効期間のおおむね半数を超え

ない」という目安については、在宅生活の維持のための必要性に応じて弾力的に運用すること

が可能なことから、やむを得ない理由により、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービス

を利用する見込みとなった場合は、事前に短期入所超過利用申出書を提出してください。 
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 □同居家族がいる場合の生活援助の取扱いについて 

  【算定要件】 

   訪問介護における生活援助中心型の単位を算定できるのは下記の場合となります。 

①単身の世帯に属する利用者に対して行うもの 

②同居している者が障害、疾病等の理由により、家事を行うことが困難である利用者に対

して行うもの 

  【ケアプランへの位置付け】 

   ・居宅サービス計画書に生活援助中心型の算定理由その他やむを得ない事情の内容について

記載すること。 

・生活全般の解決すべき課題に対応して、その解決に必要であって差異的なサービスの内容

とその方針を明確に記載すること。 

【同居家族がいる場合の取扱い】 

    サービス提供開始前に、居宅サービス計画を日出町に提出してください。 

 

 □居宅サービス計画依頼届出の提出時期 

・サービス提供前に提出すること 

・暫定プランを作成した場合は、暫定プランのサービス提供前に提出すること 

  ・介護と予防の両方の暫定プランを作成している場合は、両方ともに暫定プランサービス提供

前に提出すること 

 

 □暫定ケアプランの取り扱い 

（認定結果が見込みと異なった場合における暫定プランの取り扱いについて） 

   

（１）居宅介護支援事業所が介護の暫定ケアプランを作成したが、要支援となった場合 

 ① 暫定ケアプランを作成した居宅介護支援事業所が、次の書類を介護保険係へ提出。 

  ・居宅介護（介護予防）サービス自己作成届出書 

・アセスメント 

・暫定居宅介護計画書（第１表～６表） 

  ・利用したサービスを予防給付で請求できるよう、作成し直した利用票及び実績票 

 ② 包括支援センター又は委託を受けた居宅介護支援事業所が下記の一連の業務を行い、介護予

防の本プランを作成する。 

  ・アセスメント 

  ・原案作成 

  ・サービス担当者会議の開催 

  ・利用者及び家族に対し、プランの説明・同意・交付 

 ※セルフケアプラン扱いとなるため、居宅介護支援費の請求は不可 
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（２）包括センター若しくは委託を受けた居宅介護支援事業所が介護予防の暫定ケアプランを作成

したが、要介護となった場合 

① 暫定ケアプランを作成した包括が、次の書類を介護保険係へ提出。 

 （居宅が委託を受けていた場合でも、包括支援センターが書類をとりまとめて提出するこ

と。） 

  ・居宅介護（介護予防）サービス自己作成届出書 

  ・アセスメント 

・暫定介護予防計画書 

  ・利用したサービスを介護給付で請求できるよう、作成し直した利用票及び実績票 

② 居宅介護支援事業所が一連の業務を行い、介護の本プランを作成する。 

  ・アセスメント 

  ・原案作成 

  ・サービス担当者会議の開催 

  ・利用者及び家族に対し、プランの説明・同意・交付 

 ※セルフケアプラン扱いとなるため、介護予防支援費の請求は不可 

 

 

 □特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者に偏ったものとならないように 

  基準第１条の２第３項の基本方針において、指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の

提供に当たって、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業

者等に不当に偏ることのないよう、公正中立に行わなければならない。と規定しています。 

  また、基準第１３条第５号において、利用者に特定の指定居宅サービス事業者に不当に偏した

情報を提供したり、利用者の選択を求めることなく同一の事業主体のサービスのみによる居宅サ

ービス計画原案を最初から提示することは、あってはならない。と規定しています。 

 

  居宅介護支援事業者は、公正中立な立場です。利用者及びその家族に対し、指定居宅サービス

事業者について適切な情報提供を行い、利用者自身がサービスを選択できるよう支援してくださ

い。 

 

 

 

 

□認定結果を確認後、速やかに本プランを作成すること。 

□本プラン作成までの間は、セルフケアプランとみなすこと。 

□セルフケアプランとなった場合に、居宅介護支援費（介護予防支援費）の請求が不可能とな

る。そのため、介護か予防の見極めが困難な場合には、原則、両方の暫定ケアプランを作成

すること。 
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６．指導・監査 

 

１）集団指導 

  原則として、毎年度１回、指定居宅介護支援事業者を運営する事業所を一定の場所に集め、講

習会方式により指導を行います。 

  【指導内容】 

   ①指定事務の制度説明 

   ②改正介護保険法の趣旨・目的の周知及び理解の促進 

   ③介護報酬請求に係る過誤・不正防止  

                            など 

  

２）実地指導 

  居宅介護支援を提供する事業所において、事業所が作成した書類等に基づき面談方式で行いま

す。 

  【指導内容】 

指定居宅介護支援事業者のサービスの質の確保・向上を図ることを主眼とし、人員、運営に

関する基準、介護報酬請求事務（必要に応じて過誤調整返還を指導します。）について指導し

ます。 

 

 

３）監査 

  監査は、入手した各種情報により人員、運営に関する基準違反や不正請求が疑われる場合、介

護保険法第５章の規定に基づき実施します。 

  各種情報は 

   ①通報・苦情などによる情報 

   ②国民健康保険団体連合会、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情 

   ③国民健康保険団体連合会からの通報 

   ④介護給付費適正化システムの分析により特異傾向を示す情報 

   ⑤介護サービス情報の公表制度に係る報告の拒否等に関する情報 

などの幅広い情報であり、これらの情報から指定基準違反や不正請求が疑われる場合には、厳正

かつ機動的な対応を行うこととします。 

 

 

 

 

 

 

※「監査」は、無通告（当日に通知書持参）で立ち入り検査を実施するなど、より実効性

の高い方法で実施する場合もあります。 
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４）報酬請求指導の実施方法 

  指導担当者が、加算体制の届出状況及び介護報酬（基本単位及び各種加算）の請求状況につい

て、関係資料により確認を行いますが、報酬基準に適合しない取扱いなどが認められた場合に

は、加算等の基本的な考え方や報酬基準に定められた算定要件の説明等を行い、適切なサービス

の実施となるよう指導するとともに、過去の請求について自己点検の上、不適切な請求となって

いる部分については過誤調整として返還を指導します。 

 

５）過誤調整の返還指導 

  実地指導等において、過誤調整が必要と認められる場合には、原則として次のとおり取り扱い

ます。 

   ①介護サービス提供の記録が全く存在しない場合には、サービス提供の挙証責任が果たせて

いないため返還を指導します。 

   ②基準条例及び告示に明記されている基準・加算要件等を満たしていない場合は返還を指導

します。 

   ③厚生労働省・日出町が発出した各種通知類（解釈通知、留意事項通知、Ｑ＆Ａ）の内容が

遵守されていない場合は是正を指導します。 

 

  ※返還命令を行う場合、返還金と別に「加算金」が請求されることもあります。 
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７．業務管理体制届出 

 

介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けされています。事業者が整

備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており、

業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが必要です。 

 

１）業務管理体制の整備に関する事項の届出事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）届出先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（＊）指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く（届け出先は都道府県知事） 

 

 

 

 

 

届出する事項 対象の事業者 

事業者の名称又は氏名及び主たる事務所所在地並び

にその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 
全ての事業者 

法令遵守責任者の氏名及び生年月日 全ての事業所 

業務が法令に適合することを確保するための規定の

概要 

指定・許可の事業所・施設数が

20以上の事業者 

業務執行の状況の監査の方法の概要 
指定・許可の事業所・施設数が

100以上の事業者 

区  分 届出先 

①事業所等が３以上の地方厚生局の管轄区域に所在する

事業者 
厚生労働大臣 

②事業所等が２以上の都道府県の区域に所在し、かつ、２

以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 

事業者の主たる事務所が

所在する都道府県知事 

③全ての事業所等が１の指定都市の区域に所在する事業

者 
指定都市の長 

④指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者（＊） 中核市の長 

⑤全ての事業所等が同一市町村内に所在する事業者 

 ＊地域密着型サービス（予防含む）に限る 
市町村長 

⑥①から⑤以外の事業者 都道府県知事 
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３）届出書類 

  業務管理体制にかかる届出書 

第１号様式 

受付番号  

 

介護保険法第 115条の 32第２項(整備)又は第４項 

            （区分の変更）に基づく業務管理体制に係る届出書 

                                                        令和 年 月 日  

日 出 町 長         殿 

 

                                    事業者 名   称            

                                          代表者氏名                    印    

 

    このことについて、下記のとおり関係書類を添えて届け出ます。 

 

 事業者（法人）番号                  

 １ 届出の内容 

 (1)法第115条の32第２項関係（整備） 

(2)法第115条の32第４項関係（区分の変更） 

 

 

２ 

  

事 

 

 

業 

 

 

者 

 

フ リ ガ ナ 

名     称 

 

 

 住   所 

（主たる事務所 

  の所在地） 

(郵便番号   -    ） 

           都道         郡 市 

       府県         区 

(ビルの名称等） 

連  絡  先 電話番号  ＦＡＸ番号  

法 人 の 種 別  

代表者の職名・氏

名・生年月日 

職 

名 

  フリガナ  生年 

月日 

  年  月  日 

  氏 名  

 

代表者の住所 

 

(郵便番号   -    ） 

           都道         郡 市 

       府県         区 

(ビルの名称等） 

３  事業所名称等    

及 び 所 在 地         

事業所名称 指定(許可)年月日 介護保険事業所番号(医療機関等コード)   所 在 地 

計  カ所    

 

４ 介護保険法施行規 

則第140条の４０第 

１項第2号から第4 号

に基づく届出事項 

第２号 法令遵守責任者の氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ)     生年月日 

  

第３号 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 

第４号 業務執行の状況の監査の方法の概要 

５

区

分

変 

更 

区分変更前行政機関名称、担当部(局)課  

事業者（法人）番号                   

区分変更の理由  

区分変更後行政機関名称、担当部(局)課  

区 分 変 更 日      年   月   日 

（日本工業規格Ａ列４番） 
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記入要領 
 

１  共通事項 

  (1) 新規に業務管理体制を整備した事業者及び業務管理体制を届け出た後、事業所又は施設（以

下「事業所等」という。）の指定や廃止等に伴い、事業展開地域の変更により、届出先区分の変

更が生じた事業者は、この様式を用いて関係行政機関に届け出ること。 

 (2) 受付番号及び事業者（法人）番号には記入しないこと。 

  (3) 事業者の名称、住所、法人の種別、代表者の職名、代表者の住所等は、登記内容等と一致す

ること。 

  (4) 「１ 届出の内容」 

   ① 新規に業務管理体制を整備し届け出る場合は、(1)法第 115 条の 32 第２項関係の（整備）

に○を付けること。 

     ② 届出先区分の変更が生じた場合、(2)法第 115条の 32 第４項関係の（区分の変更）に○を

付けること。 

     なお、届出先区分の変更が生じた事業者は、区分変更前と区分変更後の行政機関にそれぞ

れ届け出ること。 

         

 

２ 新規に業務管理体制を整備した事業者【法第115条の32第２項(整備)関係】 

 (1） ｢２ 事業者」の「法人の種別」には、届出者が法人である場合に、営利法人、社会福祉法人、

医療法人、社団法人、特定非営利活動法人等の区別を記入すること。 

 (2) 「３ 事業所名称等及び所在地」については、みなし事業所を除いた事業所 

等を記入し、「事業所名称」欄に事業所等の合計の数を記入すること。 

    書ききれない場合は、記入を省略し別添資料として添付して差し支えないこと。(既存資料

の写し及び両面印刷可) 

 (3)  ｢４ 介護保険法施行規則第 140条の 40第１項第２号から第４号に基づく届出事項」 

   ①事業所等数に応じ整備する業務管理体制について、該当する全ての番号に○を付けること。 

   ②第２号については、その氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ)及び生年月日を記入すること。 

   ③第３号及び第４号を届け出る場合は、別添資料の添付により行うこと。 

    （既存資料の写し及び両面印刷可） 

      第２号   法令遵守責任者の氏名及び生年月日           

      第３号  業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 

       

 

第４号  業務執行の状況の監査の方法の概要 

        事業所等数に応じて整備する業務管理体制 

 事 業 所 等 数 

20未満 20以上100未満 100以上 

第２号 ○ ○ ○ 

第３号 × ○ ○ 

第４号 × × ○ 

 

(4) ｢５ 区分変更」は、区分変更のあった場合に記入するため、新規に業務管 

理体制を整備した事業者は、記入する必要はないこと。 
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３ 業務管理体制を届け出た後、事業所等の指定や廃止等に伴い、事業展開地域の変更により

、届出先区分の変更が生じた事業者【法第115条の32第4項(区分の変更)関係】 

  (1） 事業所等の指定や廃止等により、届出先区分に変更があった事業者は、区分変更前及び区分

変更後の行政機関にそれぞれ届け出ること。 

  (2） 区分変更前行政機関への届出 

   「１ 届出の内容」の「(2)法第 115 条の 32 第 4 項関係」の他「５ 区分変更」に記入するこ

と。 

  (3）区分変更後行政機関への届出 

      「１ 届出の内容」「２ 事業者」「３ 事業所名称等及び所在地」「４ 介護保険法施行規則第

140条の 40第１項第２項から第４号に基づく届出事項」     

「５  区分変更」について、上記記入要領に基づいて記入すること。 

       なお、届出先区分の変更に併せて、整備する業務管理体制の内容が変更された場合も、この

様式を用いて届け出ること。 

  (4) 「５ 区分変更」欄 

 

     ① 「事業者（法人）番号」には、区分変更前行政機関が付番した番号を記入すること。 

② 「区分変更の理由」には、その理由を具体的に記入すること。 

  書ききれない場合は、記入を省略し別添資料として添付して差し支えないこと。(既存資料の

写し及び両面印刷可) 

   ③ 「区分変更日」は、事業所等の新規指定・廃止等により区分が変更された日を記入するこ

と。 
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８．令和３年度人員等基準改定及び介護報酬改定 

１）人員等基準改定   ＊抜粋 

 

 （管理者） 

 ・指定居宅介護支援事業所の管理者は、主任介護支援専門員でなければならない。 

  経過措置として、令和９年３月３１日までの間は、令和３年３月３１日時点で主任介護支援専

門員でない者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を猶予する

こととしているが、指定居宅介護支援事業所における業務管理や人材育成の取り組みを促進す

る観点から、経過措置期間の終了を待たず、管理者として主任介護支援専門員を配置すること

が望ましい。 

 

 （常勤）＊用語の定義 

   当該事業所における勤務時間（当該事業所において、指定居宅介護支援以外の事業を行って

いる場合には、当該事業に従事している時間を含む。）が、当該事業所において定められてい

る常勤の従業者が勤務すべき時間数（週３２時間を下回る場合は週３２時間を基本とする。）

に達していることをいうものである。ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇

の確保等に関する法律（昭和４７年法律第１１３号）第１３条第１項に規定する措置（以下

「母性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の

福祉に関する法律（平成３年法律第７６号。以下「育児・介護休業法」という。）第２３条第

１項、同条第３項又は同法第２４条に規定する所定労働時間の短縮等の措置（以下「育児及び

介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている者については、利用

者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務す

べき時間数を３０時間として取り扱うことを可能とする。 

   同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と

同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、その勤務時間が常勤

の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。例

えば、同一の事業者によって指定訪問介護事業所が併設されている場合、指定訪問介護事業所

の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間が所定委の時

間に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。 

   また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労働基準法（昭和２２年

法律第４９号）第６５条に規定する休業（以下「産前産後休業」という。）、母性健康管理措

置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業（以下「育児休業」という。）、同条第

２号に規定する介護休業（以下「介護休業」という。）、同法第２３条第２項の育児休業に関す

る制度に準ずる措置又は同法第２４条第１項（第２号に係る部分に限る。）の規定により同項

第２号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業（以下「育児休業に準

ずる休業」という。）を取得中の期間において、当該人員基準において求められる資質を有す

る複数の非常勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算することにより、人員基準を満たすこと

が可能であることとする。 
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２）運営基準改定 

 

 （介護保険等関連情報の活用と PDCAサイクルの推進について） 

    ・基準第１条の２第６項は、指定居宅介護支援を行うに当たっては、介護保険法第１１８条の２

第１項に規定する介護保険等関連情報等を活用し、事業所単位で PDCA サイクルを構築・推進

することにより、提供サービスの質の向上に努めなければならないこととしたものである。 

  

（内容及び手続きの説明及び同意） 

     基準第１条の２の基本方針に基づき、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及

び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定

の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行わ

なければならないこと等を踏まえ、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成され

た居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介

護（以下「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める

割合、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付

けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サ

ービス事業者によって提供されたものが占める割合（上位３位まで）等につき十分説明を行わ

なければならない。 

     なお、この内容を利用者又はその家族に説明を行うに当たっては、理解が得られるよう、文書

の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、それを理解したことについて必ず利

用者から署名を得なければならない。 

また、前６月間については、毎年度２回、次の期間における当該事業所において作成された居

宅サービス計画を対象とする。 

 ① 前期（３月１日から８月末日） 

 ② 後期（９月１日から２月末日） 

なお、説明については、指定居宅介護支援の提供の開始に際し行うものとするが、その際に予

知いる当該割合等については、直近の①もしくは②の期間のものとする。 

 

 

（指定居宅介護支援の具体的取扱方針） 

 ・サービス担当者会議等による専門的意見の聴取（第９号） 

  サービス担当者会議は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーショ

ンが可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。ただし、利用

者又はその家族（以下「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等

の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の活用に

当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適

切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイド

ライン」等を遵守すること。 
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  ・居宅サービス計画の届出（第１８号の２） 

  訪問介護において厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合に市町村へ届出

が必要となるが、居宅サービス計画の届出頻度について、一度市町村が検証した居宅サービス

計画の次回の届出は、１年後でもよいものとする。 

  市町村の検証の仕方については、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務効果的な実施のた

めに、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の

関係者、関係機関及び関係団体（以下「関係者等」という。）により構成される会議等の他

に、当該市町村の職員やリハビリテーション専門職を派遣する形で行うサービス担当者会議等

での検証も可能である。 

 

 ・居宅サービス計画の届出（第１８号の３） 

  居宅サービス計画に位置付けられた介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第６

６条に規定する居宅サービス等区分に係るサービスの合計単位数（以下「居宅サービス等合計

単位数」という。）が区分支給限度基準額（単位数）に占める割合や訪問介護に係る合計単位

数が居宅サービス等合計単位数に占める割合が厚生労働大臣が定める基準（基準第１３条第１

８号の３の規定により厚生労働大臣が定める基準をいう。）に該当する場合に、利用者の自立

支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、市町村が確認し、必要に応じて是正を

促していくことが適当である。このため、基準第１３条第１８号の３は、当該基準に該当する

場合にその必要性を居宅サービス計画に記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に

届け出なければならないことを規定するものである。届出にあたっては、当該月において作成

または変更（軽微な変更は除く。）した居宅サービス計画に位置付けられたサービスが当該基

準に該当する場合には、市町村に届け出ることとする。 

  なお、ここでいう当該月において作成または変更した居宅サービス計画とは、当該月において

利用者の同意を得て交付をした居宅サービス計画をいう。 

  また、居宅サービス計画の届出頻度について、一度市町村が検証した居宅サービス計画の次回

の届出は、１年後でもよいものとする。 

  市町村の検証の仕方については、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の効果的な実施の

ために、関係者等により構成される会議等の他に、当該市町村の職員やリハビリテーション専

門職を派遣する形で行うサービス担当者会議等での検証も可能である。 

  なお、基準第１３条第１８号の３については、令和３年１０月１日より施行されるため、同年

１０月以降に作成又は変更した居宅サービス計画について届出を行うこと。 
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 （運営規定） 

  基準第 18 条は、指定居宅介護支援の事業の適正な運営及び利用者等に対する適切な指定居宅

介護支援の提供を確保するため、同条第１号から第７号までに掲げる事項を内容とする規定を

定めることを指定居宅介護支援事業所ごとに義務づけたものである。特に次の点に留意する必

要がある。 

  ① 職員の職種、員数及び職務内容（第２号） 

      職員については、介護支援専門員とその他の職員に区分し、員数及び職務内容を記載する

こととする。職員の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点か

ら、規程を定めるに当たっては、基準第２条において置くべきとされている員数を満たす範

囲において、「○人以上」と記載することも差し支えない（基準第４条に規定する重要事項

を記した文書に記載する場合についても、同様とする。）。 

  ② （略） 

     ③ 同条第３項は、より適切な指定居宅介護支援を行うために、介護支援専門員の研修の重要

性について規定したものであり、指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向

上を図る研修の機会を確保しなければならない。 

  ④ 虐待の防止のための措置に関する事項（第６号） 

       虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等）や

虐待又は虐待が疑われる事案（以下「虐待等」という。）が発生した場合の対応方法等を指

す内容であること。 

 

 （勤務体制の確保） 

      基準第 19 条は、利用者に対する適切な指定居宅介護支援の提供を確保するため、職員の勤

務体制等を規定したものであるが、次の点に留意する必要がある。 

  ①・② （略） 

    ③ 同条第３項は、より適切な指定居宅介護支援を行うために、介護支援専門員の研修の重要

性について規定したものであり、指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向

上を図る研修の機会を確保しなければならない。 

    ④ 同条第４項は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭

和 47 年法律第 113 号）第 11 条第１項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の

安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和 41 年法律第 132 号）第 30 条の２第１項の

規定に基づき、事業主には、職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント

（以下「職場におけるハラスメント」という。）の防止のための雇用管理上の措置を講じる

ことが義務づけられていることを踏まえ、規定したものである。事業主が講ずべき措置の具

体的内容及び事業主が講じることが望ましい取組については、次のとおりとする。なお、セ

クシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、利用者やその家族等から受ける

ものも含まれることに留意すること。 

  （１）事業主が講ずべき措置の具体的内容 

     事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因する
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問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成 18 年厚生労働省告示第

615 号）及び事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関

して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（令和２年厚生労働省告示第５号。以下

「パワーハラスメント指針」という。）において規定されているとおりであるが、特に

留意されたい内容は以下のとおりである。 

     ａ 事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならな

い旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。 

     ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

        相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓

口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。 

       なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務について

は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令和

元年法律第 24 号）附則第３条の規定により読み替えられた労働施策の総合的な推進並

びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第 30 条の２第１項の規定

により、中小企業（資本金が３億円以下又は常時使用する従業員の数が 300 人以下の

企業）は、令和４年４月１日から義務化となり、それまでの間は努力義務とされてい

るが、適切な勤務体制の確保等の観点から、必要な措置を講じるよう努められたい。 

   （２）事業主が講じることが望ましい取組について 

       パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラ

スメント）の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取

組の例として、①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、②被害者へ

の配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して１人で対応

させない等）及び③被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・

業態等の状況に応じた取組）が規定されている。介護現場では特に、利用者又はその

家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求められていることから、イ（事業主

が講ずべき措置の具体的内容）の必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場におけ

るハラスメント対策マニュアル」、「（管理職・職員向け）研修のための手引き」等を参

考にした取組を行うことが望ましい。この際、上記マニュアルや手引きについては、

以下の厚生労働省ホームページに掲載しているので参考にされたい。 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html） 

加えて、都道府県において、地域医療介護総合確保基金を活用した介護職員に対する

悩み相談窓口設置事業や介護事業所におけるハラスメント対策推進事業を実施してい

る場合、事業者が行う各種研修の費用等について助成等を行っていることから、事業

主はこれらの活用も含め、介護事業所におけるハラスメント対策を推進することが望

ましい。 
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 （業務継続計画の策定等） 

    ① 基準第 19 条の２は、指定居宅介護支援事業者は、感染症や災害が発生した場合にあって

も、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、指定居宅介護支援の提

供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以

下「業務継続計画」という。）を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、介護支援専

門員その他の従業者に対して、必要な研修及び訓練（シミュレーション）を実施しなけれ

ばならないこととしたものである。利用者がサービス利用を継続する上で、指定居宅介護

支援事業者が重要な役割を果たすことを踏まえ、関係機関との連携等に努めることが重要

である。なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、基準第 19 条の２

に基づき事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により

行うことも差し支えない。また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取り

組むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加

できるようにすることが望ましい。なお、業務継続計画の策定等に係る義務付けの適用に

当たっては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改

正する省令（令和３年厚生労働省令第９号。以下「令和３年改正省令」という。）附則第３

条において、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月 31 日までの間は、努力義務

とされている。 

   ② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、

「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」

及び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照された

い。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については

実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定するこ

とを妨げるものではない。 

（１） 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有

等） 

（２） 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の

対策、必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

  ③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとと

もに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催するとと

もに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容につい

ても記録すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及
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びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。 

       ④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動

できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生し

た場合に実践するケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。なお、感

染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練

と一体的に実施することも差し支えない。 

        訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するもの

を適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置） 

    基準第 21 条の２に規定する感染症が発生し、又はまん延しないように講ずるべき措置に

ついては、具体的には次のイからハまでの取扱いとすること。各事項について、同項に基

づき事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行う

ことも差し支えない。 

なお、感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る義務付けの適用に当たっては、

令和３年改正省令附則第４条において、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月 31 

日までの間は、努力義務とされている。 

（１） 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（以

下「感染対策委員会」という。）であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種に

より構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も

含め積極的に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの責任及び役割分担を明確にする

とともに、専任の感染対策を担当する者（以下「感染対策担当者」という。）を決めておく

ことが必要である。感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね

６月に１回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に

応じ随時開催する必要がある。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、

個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱

いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ

ン」等を遵守すること。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営す

ることとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービ

ス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

感染対策委員会は、居宅介護支援事業所の従業者が１名である場合は、ロの指針を整備す

ることで、委員会を開催しないことも差し支えない。この場合にあっては、指針の整備に

ついて、外部の感染管理等の専門家等と積極的に連携することが望ましい。 

  （２） 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策
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及び発生時の対応を規定する。平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備

等）、ケアにかかる感染対策（手洗い、標準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生

状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係

機関との連携、行政等への報告等が想定される。また、発生時における事業所内の連絡体

制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引

き」を参照されたい。 

  （３）感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

介護支援専門員等に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感

染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針

に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。職員教育を組織的に

浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育（年１回以上）を開催するととも

に、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容につ

いても記録することが必要である。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のため

の研修教材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実

態に応じ行うこと。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練

（シミュレーション）を定期的（年１回以上）に行うことが必要である。訓練において

は、感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内

容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習等を実施す

るものとする。訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地

で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

 （掲示） 

     ① 基準第 22 条第１項は、基準第４条の規定により居宅介護支援の提供開始時に運営規程の概

要、介護支援専門員の勤務の体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービス

の第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、

評価結果の開示状況）等の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を利

用申込者及びその家族に対して説明を行った上で同意を得ることとしていることに加え、指

定居宅介護支援事業所への当該重要事項の掲示を義務づけることにより、サービス提供が開

始された後、継続的にサービスが行われている段階においても利用者の保護を図る趣旨であ

るが、次に掲げる点に留意する必要がある。 

（１） 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用者

又はその家族に対して見やすい場所のことであること。 

（２） 介護支援専門員の勤務の体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示

する趣旨であり、介護支援専門員の氏名まで掲示することを求めるものではないこと。 

② 同条第２項は、重要事項を記載したファイル等を介護サービスの利用申込者、利用者又は
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その家族等が自由に閲覧可能な形で当該指定居宅介護支援事業所内に備え付けることで同条

第１項の掲示に代えることができることを規定したものである。 

 

 

 （虐待の防止） 

 基準省令第 27 条の２は虐待の防止に関する事項について規定したものである。虐待は、介護

保険法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす

可能 性が極めて高く、指定居宅介護支援事業者は虐待の防止のために必要な措置を講じなけ

ればならない。虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合の対応等については、「高

齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成 17 年法律第 124 号。

以下「高齢者虐待防止法」という。）に規定されているところであり、その実効性を高め、利

用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げる観点から指定居宅介護支援事業

所における虐待の防止に関する措置を講じるものとする。 

・虐待の未然防止 

      指定居宅介護支援事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけながらサ

ービス提供にあたる必要があり、第１条の２の基本方針に位置付けられているとおり、研修

等を通じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業者が高齢者虐待

防止法等に規定する養介護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解している

ことも重要である。 

 ・虐待等の早期発見 

指定居宅介護支援事業所の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる事案

を発見しやすい立場にあることから、これらを早期に発見できるよう、必要な措置（虐待等

に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等）がとられていることが望ましい。また、利

用者及びその家族からの虐待等に係る相談、利用者から市町村への虐待の届出について、適

切な対応をすること。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、指定居宅介護支

援事業者は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査等

に協力するよう努めることとする。 

         以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確

実に防止するために次に掲げる事項を実施するものとする。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第２条において、３年間の

経過措置を設けており、令和６年３月 31 日までの間は、努力義務とされている。 

 ① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（第１号） 

「虐待の防止のための対策を検討する委員会」（以下「虐待防止検討委員会」という。）

は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に

防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成する。構

成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催することが必要で
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ある。また、事業所外の虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することが望まし

い。一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なもの

であることが想定されるため、その性質上、一概に従業者 に共有されるべき情報であ

るとは限られず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要である。 

なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・

運営することとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他

のサービス事業者との連携により行うことも差し支えない。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情

報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に

関するガイドライン」等を遵守すること。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。そ

の際、そこで得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）

は、従業者に周知徹底を図る必要がある。 

（１） 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

（２） 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

（３） 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

（４） 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

（５） 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるた

めの方法に関すること 

（６） 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策

に関すること 

（７） 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

 ② 虐待の防止のための指針(第２号) 

指定居宅介護支援事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、 

次のような項目を盛り込むこととする。 

（１） 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

（２） 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

（３） 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

（４） 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

（５） 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

（６） 成年後見制度の利用支援に関する事項 

（７） 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

（８） 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

（９） その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修（第３号） 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的

内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該指定居宅介護支援事業
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所における指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとする。職員教育を組織的に徹

底させていくためには、当該指定居宅介護支援事業者が指針に基づいた研修プログラム

を作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待

の防止のための研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事業所内

での研修で差し支えない。 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第４号） 

指定居宅介護支援事業所における虐待を防止するための体制として、①から③までに掲

げる措置を適切に実施するため、専任の担当者を置くことが必要である。当該担当者と

しては、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。 

 

（記録の整備） 

           基準第 29 条第２項は、指定居宅介護支援事業者が同項各号に規定する記録を整備し、５年

間保存しなければならないこととしたものである。なお、「その完結の日」とは、個々の利用

者につき、契約終了（契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立

等）により一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。 

 

 

 

 

 

２）介護報酬改定 

 （居宅介護支援費に関する事項） 

   サービス利用票の作成が行われなかった月及びサービス利用票を作成した月においても利用

実績のない月については、給付管理票を作成できないため、居宅介護支援費は請求できない。た

だし、病院若しくは診療所又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設（以下「病院

等」という。）から退院又は対処する者等であって、医師が一般に認められている医学的知見に

基づき回復の見込みがないと診断した利用者については、当該利用者に対してモニタリング等

の必要なケアマネジメントを行い、給付管理表の作成など、請求にあたって必要な書類の整備

を行っている場合は請求することができる。なお、その際は居宅介護支援費を算定した旨を適

切に説明できるよう、個々のケアプラン等において記録を残しつつ、居宅介護支援事業所にお

いて、それらの書類等を管理しておくこと。 
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 （居宅介護支援の業務が適切に行われない場合） 

 （１）指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、 

    ・利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること 

    ・利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を

求めることができること 

    ・前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数の

うちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下「訪問介護等」

という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前６月間に当

該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問

介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス

事業者によって提供されたものが占める割合 

     について、文書を交付して説明を行っていない場合には、契約月から当該状態が解消され

るに至った月の前月まで減算する。 

 

 （基本単位の取扱いについて） 

 （１）取扱件数の取扱い 

    基本単位の居宅介護支援費（ⅰ）、居宅介護支援費（ⅱ）、居宅介護支援費（ⅲ）を区分する

ための取扱件数の算定方法は、当該指定居宅介護支援事業所全体の利用者（月末に給付管

理を行っている者をいう。）の総数に指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予

防支援に係る利用者（１２０条告示に規定する厚生労働大臣が定める地域に該当する地域

に住所を有する利用者を除く。）の数に２分の１を乗じた数を加えた数を当該事業所の常勤

換算方法により算定した介護支援専門員の員数で除して得た数とする。 

 （２）情報通信機器（人工知能関連技術を含む）の活用 

    情報通信機器（人工知能関連技術を含む）については、当該事業所の介護支援専門員が行う

基準第１３条に掲げる一連の業務の負担軽減や効率化に資するものとするが、具体的には、

例えば、 

  ・当該事業所内外や利用者の情報を共有できるチャット機能のアプリケーションを備えたス

マートフォン 

   ・訪問記録を随時記載できる機能（音声入力も可）のソフトウエアを組み込んだタブレット 

    等とする。 

 （３）事務職員の配置 

    事務職員については、当該事業所の介護支援専門員が行う指定居宅介護支援等基準第 13 条

に掲げる一連の業務等の負担軽減や効率化に資する職員とするが、その勤務形態は常勤の

者でなくても差し支えない。なお、当該事業所内の配置に限らず、同一法人内の配置でも認

められるが、常勤換算で介護支援専門員１人あたり、１月 24 時間以上の勤務を必要とす

る。 
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 （４）居宅介護支援費の割り当て 

    居宅介護支援費（ⅰ）、（ⅱ）又は（ⅲ）の利用者ごとの割り当てに当たっては、利用者の契

約日が古いものから順に、１件目から３９件目（常勤換算方法で一を減じた件数まで）につ

いては居宅介護支援費（ⅰ）を算定し、４０件目（常勤換算方法で一を超える数の介護支援

専門員がいる場合にあっては、４０にその数を乗じた件数）以降については、取扱件数に応

じ、それぞれ居宅介護支援費（ⅱ）又は（ⅲ）を算定すること。 

    ただし、居宅介護支援費（Ⅱ）を算定する場合は、「３９件目」を「４４件目」と、「４０」

を「４５」と読み替える。 

 

 

 （居宅介護支援 基本報酬）  

 ○居宅介護支援（Ⅰ）ひと月につき 

  （ⅰ）取り扱い件数４０件未満  

     要介護１又は要介護２       1057単位 →＜改定後＞ 1076単位／月 

     要介護３、要介護 4又は要介護５  1373単位 →＜改定後＞ 1398単位／月 

  （ⅱ）取り扱い件数４０件以上６０件未満 

     要介護１又は要介護２        529単位 →＜改定後＞ 539単位／月 

     要介護３、要介護 4又は要介護５   686単位 →＜改定後＞ 698単位／月 

（ⅱ）取り扱い件数６０件以上 

     要介護１又は要介護２        317単位 →＜改定後＞ 323単位／月 

     要介護３、要介護 4又は要介護５   411単位 →＜改定後＞ 418単位／月 

 

○居宅介護支援（Ⅱ）ひと月につき  ＊新設 

  一定の情報通信機器（AI を含む）の活用または事務職員を配置 

  （ⅰ）取り扱い件数４５件未満  

     要介護１又は要介護２        1076単位  

     要介護３、要介護 4又は要介護５   1398単位  

  （ⅱ）取り扱い件数４５件以上６０件未満 

     要介護１又は要介護２        522単位  

     要介護３、要介護 4又は要介護５   677単位  

（ⅱ）取り扱い件数６０件以上 

     要介護１又は要介護２        313単位  

     要介護３、要介護 4又は要介護５   406単位  
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（特定事業所加算） 

 特定事業所加算（Ⅰ） 500単位／月 →＜改定後＞ 505単位／月 

 特定事業所加算（Ⅱ） 400単位／月 →＜改定後＞ 407単位／月 

 特定事業所加算（Ⅲ） 300単位／月 →＜改定後＞ 309単位／月 

 特定事業所加算（A） ＊新設    →      100単位／月 

 

 特定事業所加算（Ⅳ） 125単位／月 → 特定事業所医療介護連携加算へ名称変更 
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（特定事業所医療介護連携加算） 

 特定事業所加算（Ⅳ）より名称変更  125単位／月 

 

（小規模多機能型居宅介護事業所連携加算）  ＊廃止 

 

（看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算）  ＊廃止 

 

（通院時情報連携加算） ＊新設  50単位／月 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

｢押印についての Q&A（令和２年６月１９日内閣府・法務省・経済産業省）｣ 

http://www.moj.go.jp/content/001322410.pdf 

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」 

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170805-11a.pdf 

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」 

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-

Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000166260.pdf 

 

http://www.moj.go.jp/content/001322410.pdf
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170805-11a.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000166260.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000166260.pdf

